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は じ め に 

 
 練馬区では、平成 21 年３月に、区民の誰もが、それぞれの体力や年齢、興味

や目的などに応じて、身近な地域で「いつでも どこでも いつまでも」スポ

ーツに親しめる豊かでうるおいのある生涯スポーツ社会の実現を目指し、「練馬

区スポーツ振興基本計画」を策定いたしました。本計画に基づき、これまで大

泉学園町希望が丘公園運動場の開設をはじめ区立スポーツ施設への指定管理者

制度の導入、スポーツ関係団体共催イベントの実施など、区民やスポーツ関係

団体と区の協働のもと、計画に定めた取組を着実に実施してまいりました。 

 

 一方、この間、国においては、「スポーツ基本法」の制定、「スポーツ基本計

画」の策定、また東京都においても、「東京都スポーツ推進計画」や「東京都障

害者スポーツ振興計画」が策定されたところであります。さらに、少子高齢化

の進展、ライフスタイルや価値観の多様化の広がり、加えて 2020 年東京オリン

ピック・パラリンピックの開催決定など、スポーツを取り巻く社会背景にも変

化が生じており、スポーツの意義が改めて見直されてきております。 

 こうした状況を踏まえ、このたび、さらなるスポーツの振興を図り、活気あ

ふれるまち「ねりま」を実現するため、「練馬区スポーツ振興基本計画」の第２

期計画として「練馬区スポーツ推進ビジョン」と名称を改めたうえ、策定いた

しました。 

 本ビジョンでは、その基本理念に「区民の誰もが、身近な地域で『いつでも 

どこでも いつまでも』スポーツに親しむことができる環境を充実させるとと

もに、スポーツの推進を通じて人や地域のつながりを醸成することにより、活

気あふれるまち“ねりま”をめざす」ことを掲げ、多くの事業に取り組んでい

くことといたしました。    

    

 今後とも区民の皆さまとの連携のもと、本ビジョンに掲げた事業を着実に実

行し、スポーツの多様な力を活かした人づくり、地域づくりに努めてまいりま

す。 

ビジョンの推進にあたっては、区民の皆さまの一層のご理解ご協力をお願い

申し上げます。 

 

 結びに、本ビジョンの策定にあたり、区民意識意向調査やパブリックコメン

トを通じて貴重なご意見やご提案をいただきました区民の皆さま、ならびにビ

ジョン素案の作成にご尽力いただきました「第２期練馬区スポーツ振興基本計

画策定懇談会」の委員の皆さまに厚く御礼申し上げます。 

        

平成 26 年 3 月   

練 馬 区 
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スポーツは、健康・体力の維持増進、ストレス解消、青少年の健全育成、地域コミ

ュニティの活性化など、人々の生活や地域を豊かにするものです。また、スポーツは、

音楽や美術、文学などと同様、人間が創りだし、享受してきた文化であり、それ自体

の中に喜びや楽しさを求めて行われるという面もあります。 

このようなスポーツの価値や意義、果たす役割の重要性の高まりから、国は、昭和

36 年に制定した「スポーツ振興法」を、平成 23 年８月に 50 年ぶりに全面改正し、「ス

ポーツ基本法」を施行しました。基本法では、「スポーツは、世界共通の人類の文化で

ある」とし、前文において、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全て

の人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、

安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポ

ーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない」という、

スポーツを行う権利を保障する考え方が記されています。 

 

 練馬区では、平成 20 年度に、「区民の誰もが、それぞれの体力や年齢・技術・興味・

目的に応じて、身近な地域で『いつでも どこでも いつまでも』スポーツに親しめ

る豊かでうるおいのある生涯スポーツ社会の実現と、スポーツが盛んな、活気あふれ

るまち“ねりま”をめざします。」を基本理念とした「練馬区スポーツ振興基本計画」

を策定しました。この計画では、４つの重点プロジェクトと４つの施策体系に基づく

施策を位置づけており、これまで計画に基づく様々なスポーツ推進施策を進めてきま

した。 

 

この間、前述のような国の動きや、近年における少子高齢化の進展、区民のライフ

スタイルや価値観の多様化など、スポーツを取り巻く社会背景にも変化が生じ、スポ

ーツの意義も見直されるようになっています。平成 23 年３月に発生した東日本大震災

から復興を図る中では、スポーツに人々や地域を元気づける力があることがあらため

て認識されました。 

 平成 25 年９月の国際オリンピック委員会総会において、2020 年に東京でオリンピッ

ク・パラリンピックが開催されることが決定しました。この総会における日本のプレ

ゼンテーションにおいても、「スポーツの力」がメッセージとして語られています。 

 

こうした状況を踏まえ、平成 25 年度に前計画の計画期間が終了することから、これ

までの取組を通じた成果と課題や、区民のスポーツに関する実態やニーズを踏まえた

第２期計画を練馬区スポーツ推進ビジョンとして策定します。 

 

1 
１ 策定の趣旨 

第１章 
ビジョンの概要 
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（１）スポーツを取り巻く社会背景 

○超高齢社会の到来 

近年、高齢化が急速に進む中で、健康寿命の延伸を重視した健康づくりの考え方や

介護予防などを目的として、運動やスポーツを通じた高齢者の健康増進や、生きがい

づくりの取組が求められるようになってきています。また、高齢世帯や単身高齢者が

増加する中で、高齢者と地域とのつながりを強化する必要性が高まっており、高齢者

の社会参加の促進や、地域ぐるみでの見守り体制の構築など、地域におけるコミュニ

ティの活性化も課題となっています。 
 

○子どもたちの体力の低下 

子どもたちについては、外遊びの機会の減少、コミュニケーションの機会の減少、

生活習慣の乱れ等の問題が指摘されています。文部科学省が行っている「体力・運動

能力調査」によれば、長期的に低下傾向が続いていた子どもの体力・運動能力は近年

ゆるやかに改善されつつありますが、同時に運動やスポーツをする子としない子の二

極化が進み、体力格差の拡大も生じています。  
 

○スポーツ活動の多様化 

人々のライフスタイルや価値観が多様化する中で、運動・スポーツ活動の多様化も

進んでいます。健康志向の高まりなどから、ウオーキングやジョギング、軽い体操な

ど、一人で気軽にできる運動を行う人も増えているほか、活動場所や時間帯、種目な

ども多様化が進んでおり、スポーツを行う機会や場においても、より身近な場所で環

境整備が求められるようになっています。 
 

○東日本大震災の発生 

 平成 23 年３月に発生した東日本大震災は、「人と人との絆」や「地域の支え合い」 

の大切さを、あらためて人々に認識させました。震災の後においては、アスリートの

派遣や、スポーツを通じた被災地との交流が行われたほか、東北のスポーツチームの

活躍が注目を集めるなど、復興の過程において、スポーツが、人々の心を癒し元気づ

ける力を持つものとして着目されています。 
 

○2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催 

 平成 25 年９月の国際オリンピック委員会総会において、2020 年に東京でオリンピッ

ク・パラリンピックが開催されることが決定しました。この総会における日本のプレ

ゼンテーションにおいて、「スポーツの力」がメッセージとして語られました。 

 また、このプレゼンテーションでは、「レガシー（遺産）」という言葉が使われまし

たが、大規模なスポーツ施設やインフラ整備などの物理的な遺産ではなく、アスリー

トが子どもに希望を与え、その子どもが成長してまた同じことをするといったイメー

ジで、人々や地域を元気にするスポーツの力は、未来の世代に受け継ぐ価値ある遺産

であるとのメッセージがうたわれていました。 

２ 策定の背景 
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（２）国・都のスポーツ施策の動向 

 スポーツに関する国の政策としては、平成23年８月に施行された「スポーツ基本法」

に基づき、文部科学省が、平成 24 年３月に「スポーツ基本計画」を策定しています。 

 「スポーツ基本法」では、「スポーツ権」の確立が掲げられたほか、スポーツの多面

的な役割として、青少年の健全育成、地域社会の再生、社会・経済の活力創造などが

挙げられています。「スポーツ基本計画」では、「スポーツを通じてすべての人々が幸

福で豊かな生活を営むことができる社会」をスポーツを通じて目指す社会の姿として

示しています。 

 

 東京都では、平成 25 年３月に、平成 20 年に策定した「東京都スポーツ振興基本計

画」を改定し、スポーツ祭東京２０１３以降の新たなスポーツ推進指針として、「東京

都スポーツ推進計画」を策定しました。この計画の基本理念は、「『スポーツの力を す

べての人に』－誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しみ、スポー

ツの力で人と都市が活性化する『スポーツ都市東京』を実現－」であり、スポーツの

力で地域を活性化するという考え方が打ち出されています。 

 また、平成 24 年 3 月には、「東京都障害者スポーツ振興計画」を策定し、「障害のあ

る人もない人も、だれもがスポーツに親しむ『スポーツ都市東京』を目指す」として

います。 
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 スポーツを取り巻く社会背景や、国や都のスポーツ推進施策を踏まえ、今後の区の

スポーツ推進において求められる視点としては、以下のようなものが挙げられます。 

 

視点 取組の方向性 

ライフステージに応じた

生涯スポーツの振興 

スポーツ実施率が低い若者の参加機会の拡充や、高齢者の体力

づくりの支援など、ライフステージごとのニーズや課題に対応

したスポーツ活動を推進することが必要です。 

障害者スポーツの振興 

誰もがスポーツを楽しめる社会を実現するため、障害のある人

がスポーツ活動に取り組み、地域でスポーツ活動を継続できる

環境を整備することが必要です。 

子どもの体力向上 

子どもの体力は近年回復傾向にあるものの、運動をする子とし

ない子の二極化が生じており、子どもの体力向上に向け、学校

などと連携した取組を進めることが必要です。 

スポーツの環境の整備と

まちづくり 

ウオーキングやジョギング、サイクリングの普及により、公園

や道路がスポーツ活動の場として利用されるようになってお

り、公共空間における安全な歩行環境の確保など、まちづくり

分野との連携による取組が必要です。 

地域スポーツの推進、地域

スポーツとトップスポー

ツの好循環 

地域コミュニティ形成の一翼を担う総合型地域スポーツクラブ

の活性化を進めるとともに、トップアスリートを地域で指導者

として活用することによる好循環を実現することが必要です。

2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、スポ

ーツに対する関心の高まりを活かしたスポーツ活動の推進や、

スポーツボランティア活動の促進を図ることが必要です。 

スポーツをささえる組織

の充実 

様々な分野が関連するスポーツ推進施策を一元的、横断的に展

開、推進するための体制として、区の関係各課の連携を強化す

るほか、スポーツを通じた地域活性化を推進するために、スポ

ーツ、経済、観光関係団体の連携を進めることも必要です。 

  

３ スポーツの推進に向けた視点 



第１章 ビジョンの概要 

 5  

 

 

 本ビジョンは、練馬区の区政運営の総合的な行政計画である「練馬区長期計画（平

成 22 年度～平成 26 年度）」に基づく分野別の計画として、健康づくり、子育て、介護、

福祉、障害者等、身体活動やスポーツに関連する、様々な計画との整合性を保ちなが

ら、区のスポーツ推進施策を計画的、総合的に推進するものです。 

 また、本ビジョンは、スポーツ基本法第 10 条第１項１）に基づく「地方スポーツ推進

計画」として位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 本ビジョンでは、スポーツをより身近なものとし、スポーツに関わりがなかった区

民にも、日常的に、気軽に楽しんでもらえるよう、スポーツの概念を幅広く捉えてい

ます。 

 このため、ルールに基づいて勝敗や記録を競うスポーツだけでなく、健康づくりの

ためのウオーキングや散歩、軽い体操、介護予防のためのトレーニングなど、目的を

持った身体活動の全てをスポーツとして幅広く扱っています。 

 

 

1)スポーツ基本法の第 10 条第１項には「都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方

教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十四条の二第一項の条例の定め

るところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執行

することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、スポーツ基本

計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画（以下「地方スポーツ推進計画」とい

う。）を定めるよう努めるものとする。」と記載されています。 

  

４ ビジョンの位置づけ 

５ 本ビジョンにおけるスポーツとは 
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本ビジョンの構成は以下のとおりです。 

 

 

 

 

６ ビジョンの構成 
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（１）区民の体力の現状 

 平成 25 年 7 月に実施した「運動・スポーツに関する区民意識意向調査」（以下、「今

回調査（H25）」といいます。）の結果をみると、区民の 56.8％が自分の体力に対する自

信について「体力に自信がある」、「どちらかといえば体力に自信がある」と回答して

います。一方で、「体力に自信がない」という趣旨の回答が、平成 18 年度に実施した

「スポーツに関する区民意識意向調査」（以下、「前回調査（H18）」といいます。）と比

較すると 32.1％から 42.6％へと増加しています。 

 

 

 

 

 

第２章 
練馬区の現状と課題 2 
１ 区民のスポーツ活動に関する現状 
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（２）子どもの体力の現状 

 近年、子どもたちの体力向上は全国的にも課題となっています。小・中学生の全児

童、全生徒を対象に行われている統一体力テストの結果をみると、練馬区の小・中学

生は男子、女子共に体力・運動能力の項目は全国平均を下回る項目が多くなっていま

す。練馬区では「運動意欲の向上・生涯スポーツに向けた体育学習の充実」、「運動習

慣・生活習慣の確立」、「運動遊びの場づくり」に取り組み、子どもたちの体力向上を

図ろうとしています。 

【平成 24 年度体力調査の結果】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 第1学年 第2学年 第3学年

握力 ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘
上体起こし ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗
長座体前屈 ↘ → ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘
反復横とび ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘
20ｍシャトルラン ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘
50ｍ走 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘
立ち幅とび ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘
ソフト(ハンド）ボール投げ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘

第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 第1学年 第2学年 第3学年

握力 ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘
上体起こし ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗
長座体前屈 ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘
反復横とび ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗
20ｍシャトルラン ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘

50ｍ走 → ↗ ↗ ↗ → → ↘ ↘ →

立ち幅とび ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘

ソフト(ハンド）ボール投げ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘

↗ 全国を上回っている → 全国との差はない ↘ 全国を下回っている

男　　子
小学校 中学校

女　　子
小学校 中学校

（平成 24 年度練馬区体力調査報告書） 
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（３）スポーツ実施率の推移 

 今回調査（H25）の結果をみると、成人の区民で週１日以上のスポーツを行っている

割合は 55.0％で、前回調査（H18）の 46.2％、平成 24 年度に文部科学省が実施した「体

力・スポーツに関する世論調査」（以下、「文部科学省調査（H24）」といいます。）の 47.5%

を上回っています。※）また、平成 24 年度に東京都が実施した「都民のスポーツ活動に

関する世論調査」（以下、「東京都調査（H24）」といいます。）の 53.9％に対してもわず

かながら上回っているということができます。 

 年代別にみると、60 歳以上が週１日以上のスポーツを行っている割合は前回調査

（H18）の 52.0％から 63.2％に増加しています。また、20 代から 30 代が前回調査（H18）

の 38.3％から 43.1％、40 代から 50 代が前回調査（H18）の 47.0％から 53.4％に増加

しています。年代ごとにスポーツ実施率の増加の幅が異なっています。今後も 20 代か

ら 50 代が運動やスポーツを行うきっかけづくり、仕組みづくりが求められているとい

えます。 

 

【年代別のスポーツの実施率】 

 
 

 

 

※）今回調査（H25）と前回調査（H18）の設問構成の違いについて P.55 で補足説明を行っています。 

回答者数

（ｎ）

週に３日以上
（年151日

以上）

週に２日
（年101日～

150日）

週に１日
（年51日～

100日）

月に１～３日
（年12日～

50日）

３ヶ月に
１～２日

（年４日～
11日）

年に１～３日 頻度不明
スポーツや
運動は
しなかった

合計 1,161 20.8% 17.7% 16.5% 19.7% 8.2% 6.1% 5.9% 5.0%

20-30代 276 10.1% 13.8% 19.2% 30.4% 14.5% 7.6% 0.4% 4.0%

40-50代 401 18.2% 18.2% 17.0% 24.7% 7.7% 7.2% 1.7% 5.2%

60歳以上 484 29.1% 19.6% 14.5% 9.5% 5.0% 4.3% 12.6% 5.4%

回答者数

（ｎ）
週に３回以上

週に１、２回
程度

月に１～３回
程度

年に１～３回
程度

この１年間

運動やスポー

ツをしなかった
無回答

合計 1,005 19.1 27.1 11.7 6.1 32.8 3.3

20-30代 264 13.7 24.6 19.0 13.2 28.8 0.7

40-50代 353 15.9 31.1 12.8 5.7 33.9 0.5

60歳以上 388 26.0 26.0 6.5 1.8 34.0 5.7

（運動・スポーツに関する区民意識意向調査（平成 25 年度）） 

（スポーツに関する区民意識意向調査（平成 18 年度）） 
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（４）スポーツに関する意識 

 今回調査（H25）の結果をみると、区民がスポーツを行わなかった理由として「個人

的に時間がとれなかった」が最も多く、54.0％となっています。次いで、「運動やスポ

ーツを行いたいと思わないから」、「体調や体力に不安があったから」という回答が多

く挙げられています。前回調査（H18）との比較では、回答が多い項目は概ね同様の結

果となっています。 

 運動やスポーツへの目的や期待は「健康や体力の維持増進」という回答が 86.3％と

なっています。次いで、「気分転換・気晴らし」が 61.2％となっています。前回調査（H18）

との比較では、回答が多い項目は概ね同様の結果となっています。 
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 （１）区立スポーツ施設等の状況 

 区内の区立スポーツ施設としては、７か所の地域にある区立体育館のほか、総合運

動場（１か所）や野球場（４か所）、庭球場（６か所）といった屋外スポーツ施設や温

水プールを設置しています。（平成 25 年 10 月現在） 

また、区立スポーツ施設以外に地区区民館や青少年館等の区立施設においてもスポ

ーツができる施設が整っています。 
 

（２）体育館・プールの利用状況 

 平成 22 年度から平成 24 年度にかけては、ほぼ全ての施設で利用者の増加傾向がみ

られ、合計では 10 万人近く増加しています。（平成 22 年度利用実績：延 1,476,376 人、

平成 24 年度利用実績：延 1,574,390 人） 

 施設の種類別でみると、競技場等、プール、トレーニング室などで、それぞれ３～

４万人程度の増加がみられます。 
 

（３）屋外スポーツ施設の利用状況 

 屋外スポーツ施設では、平成 23 年度に新たに大泉学園町希望が丘公園を開設しまし

た。公園整備や改修工事等に伴い、一部の施設で利用者数が一時的に減少した年もあ

（平成 22 年度利用実

績：延 355,280 人 平成 24 年度利用実績：延 367,442 人） 
 

（４）区立スポーツ施設の利用状況と求められるサービス 

 今回調査（H25）の結果をみると、区立スポーツ施設の利用については「実際に利用

したことがある」区民は 26.9%となっています。一方、「利用してみたいと思ったが、

利用したことはない」、「利用したいと思ったことはないし、利用したこともない」と

回答した割合は合わせて 73.1%となっています。この値は、平成 19 年 11 月に実施した

「スポーツ振興に関する施設環境調査」（以下、「平成 19 年度調査」といいます。）の

割合とほぼ同様となっています。 

２ スポーツ施設に関する現状 

りますが、全体としては利用者数に大きな変化はみられません。
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 今回調査（H25）の結果をみると、区立スポーツ施設に求めるサービスについては「身

近で利用できるよう、施設数の増加・交通アクセスの向上」が最も多く 40.8%となって

います。次いで「低利用料金の設定」が 26.7%となっています。平成 19 年度調査にお

いても同様に、区立スポーツ施設が身近に感じられ、気軽に利用できる環境の整備に

対するサービスが求められています。 
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（１）スポーツ指導者に求めること 

 今回調査（H25）の結果をみると、区民がスポーツ指導者に求めることについては、

「スポーツの楽しみ方やスポーツへの興味・関心がわくような指導ができる人」が

72.3％と、最も多くの回答が挙げられました。次いで「健康・体力づくりのための運

動やスポーツの指導ができる人」が 62.2％、「障害者や高齢者のスポーツの指導ができ

る人」が 35.7％となっています。 

 

（２）部活動における指導者の状況 

 区立中学校の運動部活動の総数は平成 23 年度と平成 24 年度を比較すると、減少し

ています。また、外部指導員の数も登録者数、派遣者数、受入れ部数それぞれで減少

しています。 

【区立中学校運動部における外部指導員の実績】 

  H23 H24 

運動部 総数 305 304 

外部指導員 

(運動部指導) 

登録者数 (延) 236 219 

派遣者数 (延) 14,746 14,699 

受入れ部数(実数) 156 147 

※上記数値の基準日→各年 3月 31 日現在 

◆運動部総数は各年度の 7 月に行われた東京都の部活動調査をもとに算出 

 

３ スポーツ指導者に関する現状 
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（１）区内のスポーツ関係団体の概要 

 区内には様々なスポーツ関係団体があります。公益社団法人練馬区体育協会には 35

種の競技団体が加盟し、同協会の育成団体である練馬区スポーツ少年団には 16 種目の

スポーツが登録されています。また、練馬区レクリエーション協会には、５種目のニ

ュースポーツの団体が加盟し、７つの各区立体育館には総合型地域スポーツクラブが

設立されています。また、練馬区長から委嘱を受けたスポーツ推進委員（平成 25 年度

10 月現在 38 名）で構成される練馬区スポーツ推進委員会も存在します。 

 

 

公益社団法人 練馬区体育協会の加盟団体            （平成25年 10月現在） 

■公益社団法人 練馬区体育協会の加盟団体 

軟 式 野 球 連 盟 陸 上 競 技 協 会 ライフル射撃協会 キャッチバレーボール協会

ソフトテニス連盟 ク レ ー 射 撃 連 盟 少 林 寺 拳 法 連 盟 ソフトボール協会

バスケットボール連盟 バ ド ミ ン ト ン 協 会 水 泳 連 盟 トライアスロン連合

卓 球 連 盟 バ レ ー ボ ー ル 連 盟 自 転 車 連 盟 合 気 道 連 盟

剣 道 連 盟 ア ー チ ェ リ ー 協 会 テ ニ ス 協 会 ボ ウ リ ン グ 連 盟

柔 道 会 銃 剣 道 連 盟 な ぎ な た 連 盟 新 体 操 連 盟

弓 道 連 盟 ローラースケート連盟 ゲートボール協会 レ ス リ ン グ 連 盟

サ ッ カ ー 協 会 空 手 道 連 盟 馬 術 連 盟 ゴ ル フ 協 会

ス キ ー 協 会 相 撲 連 盟 ダンススポーツ連盟  

（加盟順） 

 

練馬区スポーツ少年団に登録されているスポーツ         （平成 25 年 10 月現在） 

■練馬区スポーツ少年団 

軟 式 野 球 中 学 卓 球 バ ド ミ ン ト ン キャッチバレーボール

少 年 野 球 剣 道 銃 剣 道 ソ フ ト ボ ー ル

学 童 野 球 サ ッ カ ー な ぎ な た レ ス リ ン グ

ミニバスケットボール  陸 上 競 技 少 林 寺 拳 法 新 体 操

 

 

練馬区レクリエーション協会の加盟団体             （平成 25 年 10 月現在） 

■練馬区レクリエーション協会 

イ ン デ ィ ア カ 協 会 スポーツチャンバラ協会 ティーボール協会練馬区連盟 

グラウンド・ゴルフ協会 ターゲットバードゴルフ協会  

 

 

４ スポーツ団体に関する現状 
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区内の総合型地域スポーツクラブ                （平成 25 年 10 月現在） 

名称 設立 概  要 

ＮＰＯ法人  

コミュニティネット 

SSC 大泉（通称：SSC 大泉） 

Ｈ14.8 

大泉学園町体育館を拠点とし、平成 24 年度の会員数は 

1,320 名（団体会員数は含まず）。スポーツを通じてだれ

もが、自分の生き方に自信と誇りをもち、生きる喜びを

ともに分かちあえる、健康と活力あふれるまち、ふるさ

と大泉地域の実現を目指し、定例のスポーツ教室や大会

等を実施している。 

ＮＰＯ法人  

SSC 谷原アルファ 

（通称：SSC 谷原） 

Ｈ14.8 

総合体育館を拠点とし、平成24年度の会員数は571名（団

体会員数は含まず）。地域のみんなが気軽にスポーツを出

来るよう、様々な種目に取り組むとともに、文化活動も

含めて多くの人達がふれ合う機会の創出に取り組んでい

る。 

ＮＰＯ法人  

スポーツコミュニティー桜 

（通称：SSC 桜台） 

Ｈ14.9 

桜台体育館を拠点とし、平成 24 年度の会員数は 176 名。

より気軽に生涯にわたり文化・スポーツを楽しむ機会と

環境を提供するため、水泳事業、ウオーキング、ダンス

教室等を実施している。 

ＮＰＯ法人  

光が丘総合型地域スポーツ・ 

レクリエーションクラブ 

（通称：SSC 光が丘） 

Ｈ14.9 

光が丘体育館を拠点とし、平成24年度の会員数は558名。

学校や企業などの枠組みにとらわれることなく、子ども

から大人まで生涯にわたって地域の誰もが気軽にいつで

も様々なスポーツが楽しめる環境づくりを目指し、定例

のスポーツ教室や障害者スポーツ等を実施している。 

ＮＰＯ法人 

総合型地域スポーツクラブ 

平和台 

（通称：SSC 平和台） 

Ｈ14.10 

平和台体育館を拠点とし、平成24年度の会員数は752名。

赤ちゃんから高齢者まで、様々なスポーツや文化活動が

楽しめ、地域の人々が日常的に集うクラブ等をめざし、

水泳事業、ダンス教室等を実施している。 

ＮＰＯ法人  

スポーツクラブ 

ホワイエ上石神井 

（通称：SSC 上石神井） 

Ｈ14.12 

上石神井体育館を拠点とし、平成 24 年度の会員数は 520 

名。地域の世代間交流の促進や地域コミュニティの育成

をめざし、定例のスポーツ教室や大会等を実施している。

ＮＰＯ法人 

豊玉・中村地域スポーツクラ

ブ 「クラブ プラッツ」 

（通称：SSC 豊玉・中村） 

Ｈ21.2 

中村南スポーツ交流センターを拠点とし、平成 24 年度の

会員数は 726 名。「だれでも」、「いつでも」、「世代をこえ

て」、「好きなレベルで」、「いろいろなことを」楽しむこ

とを目指して地域の方々にスポーツ・文化活動を実施し

ている。 
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（２）スポーツ関係団体の活動における今後の方向性 

 スポーツ関係団体に、今後の方向性についてヒアリングを行ったところ、地域密着

の組織として、スポーツをより多くの人にしてほしいことや、習慣化に向けた取組、

運営組織の充実などが挙げられました。 

【ヒアリング先】 

公益社団法人練馬区体育協会 練馬区レクリエーション協会 練馬区スポーツ推進委員会 

総合型地域スポーツクラブ（７クラブ） スポーツ施設（指定管理者）（５事業者） 民間スポーツクラブ（２社）

【ヒアリングであがった主な意見】 

①今後の方向性、課題について ②スポーツ振興のために必要と考えられる区の取組

・これまでスポーツをやらなかった人も身体のメ

ンテナンスに取り組み、健康に対する生きがい

を見出してもらえるようにしたい。 

・運営委員が長く活動できるようにして、組織を

しっかりしたものにしたい。運営に関わること

ができる人を増やしていきたい。 

・「スポ推サポーター」、「ＳＳＣ」などとの連携に

よる地域ごとの小さなスポーツコミュニティを

立ち上げる。 

・地域に根付いた事業は当面継続していくことが

目標である。 

・スポーツを行う人の目的に応じたきっかけづく

り。初心者向けの教室の充実に取り組む。 

・子どもの居場所づくり的な意味で体育館を使っ

てもらえるようにする。 

・民間事業者と区が広報における連携を図るなど、

区全体のつながりを作りながら、スポーツを盛

り上げる取組をしてほしい。 

・スポーツの習慣化に向けた取組。 

・障害者にとっても、健常者と「共にある」場づ

くり。 

・町会や自治会組織に、運動の目安、励みの数値・

評価、運動サークルができる場を提供する。 

 

（３）クラブやサークルへの加入状況 

 今回調査（H25）の結果をみると、「現在、加入している」と回答した人は 23.9％と

なっています。一方で「加入したことはない」という回答が 45.9％となっています。 

前回調査（H18）と比較すると、「現在、加入している」という回答はほぼ変わらな

いものの、「以前、加入していたが、今はやめている」、「加入したことはない」という

回答が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今スポーツを行っていない人を対象に少しでも

スポーツをやってほしい。 



 

 18   

 

（４）総合型地域スポーツクラブの認知度 

 今回調査（H25）の結果をみると、区民の総合型地域スポーツクラブの認知度につい

ては「知らなかった」という回答が最も多く、84.1％となっています。前回調査（H18）

と同様、認知度が低い傾向がうかがえます。 

 

 

 

（５）総合型地域スポーツクラブへの加入意向 

 今回調査（H25）の結果をみると、区民の総合型地域スポーツクラブ加入の意向につ

いては「加入したいと思う」と「加入したいとは思わない」が、それぞれ約５割でほ

ぼ同じ割合を占めています。東京都調査（H24）と比較すると、「加入したいと思う」

の割合が顕著に高くなっています。 
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（１）区報や、練馬区スポーツ情報誌「ねりすぽ」などによる情報提供の状況 

①ねりま区報 

 毎月１日、11 日、21 日に発行し、ご家庭には日刊６紙（朝日、産経、東京、日本経

済、毎日、読売）の朝刊折込みによりお届けしています。また、区立施設をはじめ、

区内の金融機関、鉄道駅の広報スタンド、コンビニエンスストア（ファミリーマート、

セブン－イレブン）などに置いています。上記の日刊６紙を購読していない世帯で、

希望する方のうち、一定の要件に該当する場合には、ご自宅の郵便受けに直接お届け

するポスティングでの送付も行っています。 
 

②練馬区スポーツ情報誌「ねりすぽ」 

 １年に２回、練馬区内の様々なスポーツ活動を掲載した情報誌として発行していま

す。区内４つのスポーツ関係団体が協力してそれぞれの情報を持ち寄り、スポーツイ

ベントの紹介やスポーツ豆知識等、スポーツ情報を紹介しています。 

 

（２）練馬区公共施設予約システムサービスの概要 

 サークル活動やスポーツ活動などで、練馬区の公共施設を利用したいときに、各施

設の利用手続や情報提供をするシステムです。ご家庭のパソコンや携帯電話からイン

ターネット、電話機および各施設に設置されているタッチパネル式端末（利用者用端

末）を使って、抽選申込みや空き施設の確認、予約等ができます。 

  

５ 情報提供に関する現状 
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（３）スポーツに関する情報を入手する媒体と求められる情報 

 今回調査（H25）の結果をみると、スポーツに関する情報を入手する媒体は「区報」

が最も多く、40.9％となっています。次いで「インターネット」が 21.1％となってい

ます。 

 求められる情報として「施設の紹介・利用案内」が最も多く 59.7％となっています。

次いで「スポーツ教室・講座の情報」が 46.7％となっています。 
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（１）地域に対して期待するスポーツの効果 

 今回調査（H25）の結果をみると、地域に対して期待するスポーツの効果として「高

齢者等の生きがいづくり」という回答が最も多く、60.8％となっています。次いで「青

少年の健全育成」が 53.1％、「地域住民の交流の促進」が 51.2％、「地域全体の活性化」

が 46.2％となっています。区民のライフステージに応じてスポーツを通じた地域との

関わりをより深めていく取組が求められているといえます。 

 

  

６ スポーツと地域の関わりに関する現状 
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（２）区のスポーツ施策への期待  

 今回調査（H25）の結果をみると、区に期待するスポーツ施策については、「公共ス

ポーツ施設の充実（40.1％）」、「個人を対象とした区のスポーツ施設開放（39.1％）」、

「高齢者が参加しやすいスポーツ教室・行事（36.9％）」、「体力・健康づくりの教室・

行事（36.4％）」、「施設利用や教室・行事などの情報提供（35.8％）」が多く挙げられ

ています。一方で「期待しない」との回答が「技術や記録を競うスポーツ大会や競技

会」、「技能レベルの高い指導者養成・紹介」で多く挙げられています。 

 

【区に期待するスポーツ施策】 

（運動・スポーツに関する区民意識意向調査（平成 25 年度））

ｎ 期待しない
あまり

期待しない

やや

期待する
期待する

公共スポーツ施設の充実 918 4.5 13.8 41.6 40.1

個人を対象とした区のスポーツ施設開放 921 5.4 15.0 40.5 39.1

高齢者が参加しやすいスポーツ教室・行事 984 5.2 13.6 44.3 36.9

体力・健康づくりの教室・行事 958 2.8 10.4 50.3 36.4

施設利用や教室・行事などの情報提供 918 3.5 12.4 48.3 35.8

運動やスポーツ・健康づくりの情報提供 917 3.8 13.0 49.6 33.6

公共スポーツ施設の利用手続きの改善 910 4.1 14.9 48.6 32.4

初心者対象のスポーツ教室・行事 931 5.5 16.8 45.8 32.0

障害者が参加しやすいスポーツ教室・行事 910 5.9 19.8 45.5 28.8

体力測定や運動処方などの健康指導 926 6.0 19.9 45.9 28.2

自然志向、野外活動志向の教室・行事 922 5.7 22.5 43.8 28.0

レクリエーション的で楽しめる行事 914 5.6 22.8 45.7 25.9

個人を対象とした学校の施設開放 907 8.3 30.1 36.1 25.6

家族で参加できるスポーツ教室・行事 912 6.8 24.6 44.0 24.7

夜間照明やクラブハウスなどの充実 893 9.7 32.9 33.9 23.4

スポーツクラブやサークルの活動支援 903 8.0 29.1 42.4 20.5

野外活動施設の充実 898 7.7 29.8 42.1 20.4

スポーツクラブやサークルの育成支援 906 8.1 30.7 41.9 19.3

地域で世話をしてくれる指導者養成・紹介 897 8.4 30.4 44.7 16.5

技能レベルの高い指導者養成・紹介 896 10.0 35.4 39.5 15.1

技術や記録を競うスポーツ大会や競技会 902 13.7 44.2 31.9 10.1
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 スポーツを取り巻く社会背景や、練馬区におけるスポーツ活動や環境の現状を踏ま

え、今後のスポーツ推進に向けて、以下の視点で課題を整理しました。 

 

（１）「スポーツのための場」の視点 

①施設利用者の拡大 

 定期的にスポーツ施設を利用している区民が一定数いる一方で、スポーツ施設の存

在も知らない区民も相当数おり、このことが、スポーツをしない理由の一端になって

いる可能性があります。施設についての認知度を高めることでスポーツ実施のきっか

けづくりに結びつけたり、施設の利用方法などの周知や使い勝手の向上、利用時間帯

や、利用方法などの検討が必要です。 
 

②多様な場の充実 

 区民の運動、スポーツの場は、スポーツ施設に限定されず、道路や公園など多様な

を進めるとともに、軽い体操など、会議室などでも実施可能な種目について、スポー

ツ施設の枠にとらわれない活用も促進していく必要があります。 

 

（２）「スポーツへの参加機会」の視点 

①多様な区民の特性に応じた働きかけ 

 スポーツ実施率が高い層へのさらなる促進、実施率が低い層に対する積極的な働き

かけとして、ライフステージを意識した情報提供や参加の機会を充実させる取組が必

要です。また、障害の有無にかかわらず、誰もがスポーツに親しめるようなきっかけ

づくりや環境づくりも必要です。 
 

②単発的なスポーツ実施者の習慣化の支援 

 健康づくりや生涯学習、地域活動など、様々な目的から運動やスポーツを始めた区

民や、初心者講座の参加者、スポーツイベントの実施をきっかけとして運動・スポー

ツを始めた区民を、継続的な実施へとつなげる支援が必要です。さらには、地域で活

動するスポーツ関係団体への参加を促したり、自分で継続的にスポーツ実施を促すた

めの情報提供などを通じて、スポーツの習慣化につながる取組が求められます。 
 

③子どもの頃の運動好きを継続させる取組 

 子どもの頃から楽しみながら取り組むことができ、大人になっても、時間や機会が

あれば、家族や仲間で楽しむことができる種目を持つことができるよう、スポーツの

楽しさを教えてくれるような指導者を学校に派遣したり、地域で活動するスポーツ関

係団体への参加を促すなど、スポーツを継続的に取り組める環境づくりが必要です。

また、子どもの体力低下も懸念されており、子どもの運動習慣や運動意欲を維持、増

進するような場や機会の充実、指導者の育成、派遣なども必要です。 

７ 今後のスポーツ推進に向けた課題 

場へと広がりをみせています。施設開放の促進や民間施設との役割分担の明確化など
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④障害者のスポーツの場の確保 

 障害者スポーツに関しては、体育館を利用して、指定管理者や総合型地域スポーツ

クラブなどが取組を始めていますが、現在のところ参加者は多くはない状況です。障

害者の多様なニーズを踏まえ、障害者が参加しやすいスポーツの場や機会を拡充して

いく必要があります。 

 

 

（３）「スポーツ活動を推進する人材と組織」の視点 

①総合型地域スポーツクラブの活動の活発化 

 総合型地域スポーツクラブの認知度を向上させるとともに、区民が参加しやすいプ

ログラムの展開など、区民がスポーツに関わり、継続する入口の一つとして機能する

よう支援する必要があります。また、各クラブで活動可能な種目の幅を広げるため、

体育館における屋内種目だけでなく、屋外種目への展開も推進することが必要です。 
 

②ニーズに合った指導者の育成と活用促進 

 区民がスポーツ指導者に求める方向性の確認と、ニーズに合った資質向上を支援す

るとともに、学校や地域など、指導を求める場の発掘と紹介、指導者を選びやすい仕

組みづくりなどが必要です。また、中学校の武道・ダンス必修化や、部活動の活発化

のための外部指導員の受入れを増やしていくための取組も必要です。 
 

③スポーツに関わる組織や団体の連携 

 区民に多様な運動・スポーツの機会や場を提供するという考え方のもと、現在、区

と関わりを持って活動している様々な団体や組織間の連携をさらに強化していくこと

に加え、まちづくりやコミュニティ、高齢者、健康づくり、障害者、子育てなどに関

わる庁内組織、民間事業者、地域団体などとの連携に取り組む必要があります。 
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（４）「スポーツに関する情報やニーズの把握」の視点 

①多様な情報媒体の活用 

 区報のより効果的な活用を図るとともに、区報以外の、スポーツに関する情報媒体

の認知度を高めることが重要です。情報誌の内容や、設置場所の検討などのほかに、

特に若い世代に効果的と考えられる、インターネットによる情報発信の充実を図るこ

とも必要です。 
 

②新たにスポーツを始めてもらうための情報提供 

 区立施設を利用しない理由について、「施設の利用方法や手続きがわからないから」、

「実施されているプログラムの内容がわからないから」、「場所がどこにあるかわから

ないから」と回答した区民が多いことから、スポーツ実施率を高めるために、施設や

プログラムに関する情報提供を充実させる必要があります。また、転入してきた区民

がスムーズにスポーツ施設や、クラブ、イベントについて知ることができ、運動・ス

ポーツの実施につながり、さらには、クラブの参加などを通じて地域への参加にもつ

ながる情報提供も必要です。 

 ③ニーズに合った情報提供の充実 

 スポーツに関する情報としては、施設の紹介・利用案内や、スポーツ教室・講座に

関する情報、健康・体力づくりに関する情報提供が求められています。こうしたニー

ズに対応した情報を、区民に届きやすい方法で提供することで、スポーツに取り組み

たいと思っている区民が、容易に必要な情報を入手できるようにすることが必要です。
 

 

 
（５）スポーツと地域との関わり方の視点 

①スポーツが持つ力の地域への活用 

 スポーツ推進への期待としては「地域住民の交流の促進や地域全体の活性化」を期

待する人が多くなっており、また、スポーツをする仲間として、「友人や知人、家族と

一緒にスポーツをしたい」と考えている人が多くなっています。 

 こうした考え方に応えるため、家族でスポーツをする機会や、スポーツを通じた世

代間交流、地域における交流の機会を創出することで、スポーツが持つ力を、地域の

活性化、つながりの強化に活かしていく視点での取組が求められます。 
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ねりま光が丘ロードレース 

第 13 回全国障害者スポーツ大会（フットベースボール） 

学校応援団ひろば事業におけるスポーツ活動
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（１）前計画における数値目標の達成状況 

 区は、平成 20 年度に「練馬区スポーツ振興基本計画」を策定し、計画に基づく様々

な取組を行ってきました。 

 前計画の基本目標としては、「週１回以上スポーツを行う成人の割合を、平成 25 年

度までに、60％以上にする（計画策定時点 46.2％）」を掲げていました。この数値目

標については、今回のビジョン策定に先立って実施した「運動・スポーツに関する区

民意識意向調査」の結果によると、週１回以上のスポーツ実施率は 55.0％であり、

目標値には至っていないものの、着実に上がっていることがわかります。 

 

 

  

第３章 
基本的な考え方 3 
１ 区のこれまでの主なスポーツ推進施策 
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（２）前計画に基づく取組状況   

①スポーツのための場の整備について 

 総合体育館の改築については、「練馬区立総合体育館改築基本計画」を策定し、今

後、取組を進めることとしています。 

 区立スポーツ施設 16 施設において指定管理者制度を導入し、民間の能力を活かし

たサービスの向上を図っています。また、学校施設や地区区民館等の区立施設をスポ

ーツの場として地域へ開放・貸出しを行っています。 

 

②スポーツへの参加機会の充実について 

 区やスポーツ関係団体が、初心者スポーツ教室、少年少女スポーツ大会、親子スポ

ーツ教室、区民体育大会、高齢者を対象とした健康体操や健康講座、障害児ねりま遊

遊スクール、区立温水プールにおける障害者専用コース、練馬区障害者通所施設合同

運動会等の事業を実施しています。 

 また、練馬区立中学校部活動外部指導員人材バンクおよび、スポーツリーダーの活

動の場を広げるリーダーバンクを設置しています。 

  

③スポーツ振興の人材と組織の充実について 

 人材の育成のために、スポーツ指導者研修会、スポーツリーダー養成講習会、健康

づくりサポーター育成講座（現在は「健康づくりリーダー育成講座」として開催）、

救急法・水上安全法救助員養成講習会などを実施しています。また、学識経験者およ

びスポーツ関係団体の代表者で構成される「スポーツ関係者懇談会」を設置し、区の

スポーツ振興について検討しています。 

 

④スポーツに関する情報やニーズの把握と活用について 

 区内のスポーツ関係団体の協力により、１年に２回、区内の様々なスポーツ活動を

掲載した練馬区スポーツ情報誌「ねりすぽ」を発行しています。 
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 前計画に基づく取組および成果を踏まえ、本ビジョンにおいても、前計画の考え方

を引き継ぐとともに、新たな課題解決に向け、以下のような基本理念を設定して取組

を進めていきます。 

 
   

区民の誰もが、身近な地域で「いつでも どこでも いつまでも」スポー

ツに親しむことができる環境を充実させるとともに、スポーツの推進を通じ

て人や地域のつながりを醸成することにより、活気あふれるまち“ねりま”

をめざします。 
  

  

 

 

 

 

 基本理念の実現に向け、以下のような数値目標を設定します。 
 

週１回以上スポーツを行う成人の割合を、概ね 10 年間で、70％以上にする 

（現状値 55.0％）。 
 

※東京都スポーツ推進計画における目標値（平成 32 年度）と同じ、国は 65％ 

 

 

  

３ 数値目標 

２ 基本理念 
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【施策】 【具体的な取組】 

①学校施設の地域への開放

②ウオーキングコース・ランニングコースの充実・活用

③公有地等の有効活用

④身近な区立施設でのスポーツの場の確保 

⑤スポーツ施設のバリアフリー化の推進 

③区立スポーツ施設の効果的な運営 

（1）幼児・児童・生徒の 

   スポーツ活動の推進 

【施策】 【具体的な取組】 

（2）ライフスタイルに応じた 

   成人のスポーツ活動の推進 

（3）高齢者のスポーツ活動の 

推進 

（4）障害者のスポーツ活動の 

推進 

（2）スポーツ活動の身近な場の 

確保・提供 

（1）区立スポーツ施設の充実 

施策体系２ スポーツへの参加機会の充実 

４ 施策体系 

施策体系１ スポーツのための場の整備 

②区立スポーツ施設の整備・充実 

①中核となるスポーツ施設の整備 

①教室・講習会および大会・イベント等の開催 

②学校における運動機会の充実や運動部活動等の活性化への支援

③子どもの居場所づくり事業でのスポーツ活動の充実

④親子スポーツの推進 

⑤トップアスリートを育てる環境づくり（新規）

①スポーツ大会や競技会の開催

②多様なニーズをとらえたスポーツ・健康教室やイベント等の開催

③子育て世代のスポーツ活動への参加促進 

①健康体力づくり相談の充実

②スポーツ・健康教室やイベント等の開催 

②障害者が気軽に参加できるスポーツの場の提供（新規）

①スポーツ・健康教室やイベント等の開催 
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①総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

②総合型地域スポーツクラブの交流促進 

①スポーツ指導者の育成

⑤障害者スポーツをささえる人材の養成と活用（新規）

④スポーツ指導者バンクの設置 

②地域のスポーツ活動を推進する人材の育成 

③スポーツボランティアの育成 

施策体系３ スポーツを推進するための人材と組織の充実 

（1）総合型地域スポーツクラブの 

   育成・支援 

（2）スポーツを「ささえる」人材の

育成 

【施策】 【具体的な取組】 

（3）スポーツ関係団体および民間 

   スポーツクラブ等との連携の強化 

施策体系４ スポーツに関する情報やニーズの把握と活用 

①スポーツ関係者、スポーツ関係団体、区民等の情報共有と交流の場の設定

②懇談会の設置・開催

（1）スポーツに関する情報の 

   集約と活用 

（2）スポーツに関するニーズの 

   把握と活用 

【施策】 【具体的な取組】 

【施策】 【具体的な取組】 

（1）地域を活性化させる 

スポーツイベントの開催 

（2）スポーツを通じた 

   地域コミュニティの活性化 

施策体系５ スポーツが持つ力の地域への活用 

①スポーツ情報の集約と効果的な活用 

②多様な情報発信手法を活用したスポーツ関連情報の発信（新規）

①スポーツ関係団体、大学・専門学校等との協力・連携

②民間スポーツクラブ等との協力・連携 

②スポーツ活動の推進による地域のつながりの強化（新規）

①地域におけるスポーツ活動への参加促進（新規）

②地域の交流につながるイベントの開催（新規）

①区の魅力を発信するスポーツイベントの開催（新規）
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体育の日記念事業 

学校プール開放 

エンジョイスポーツ DAY 
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本ビジョンの基本理念を実現するための具体的な取組について示します。 

 

 

 

 区立スポーツ施設は、区民にとって身近にあり、気軽に利用できる施設として、個

人スポーツから団体スポーツまで、幅広いスポーツ活動の場としての役割を担ってい

ます。 

 区立スポーツ施設の役割を十分認識しつつ、施設の整備、充実を図り、区立スポー

ツ施設の魅力や使い勝手を向上させ、区民の多様なスポーツ活動を支援していきます。

また、道路や公園、地区区民館などの区立施設を活用しながら、区民にとって身近な

場所でスポーツをすることができる環境を提供していきます。 

（１）区立スポーツ施設の充実 

 多様なスポーツに区民が取り組むための環境として、スポーツ施設は重要な役割を

持ちます。区内には、７つの区立体育館や総合運動場をはじめとした多くのスポーツ

施設が整備されています。今後は、これらの施設について、区民や団体の利用状況や

ニーズを踏まえた整備・充実を図ります。 

 

＜具体的な取組＞ 

①中核となるスポーツ施設の整備  

 前計画においては、総合体育館と練馬総合運動場を、区の中核となるスポーツ施設

と位置づけ、改築、改修に向けて取り組むとしています。総合体育館については、「練

馬区立総合体育館改築基本計画」に基づいて整備を進めます。また、練馬総合運動場

については、基本構想に基づいて改修を進めます。 

 

②区立スポーツ施設の整備・充実 

 現在７館整備されている区立体育館や庭球場などの屋外施設といった区立スポーツ

施設の今後の整備・充実のあり方について引き続き検討します。 

 

③区立スポーツ施設の効果的な運営 

 民間事業者の持つ専門的なノウハウを区立スポーツ施設の運営に活かすため、指定

管理者との連携を図るとともに、さらなる導入を検討します。また、区民のニーズや

ライフスタイルを踏まえ、施設の利用可能時間の延長、貸出のコマ割りなど、柔軟な

運用についての検討を行います。また、施設の予約システムの改修や施設の利用方法

などに関する広報の改善についても検討していきます。 

第４章 
ビジョンの実現に向けて 4 
施策体系１ スポーツのための場の整備 
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（２）スポーツ活動の身近な場の確保・提供 

 スポーツ施設として位置づけられている施設以外にも、学校施設やその他の区立施

設など、スポーツができる場は地域の身近な場所にあり、実際に多くの区民が利用し

ています。こうした施設について、あらためて、スポーツの場として見直し、より多

くの区民が、気軽に利用できるようにしていきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①学校施設の地域への開放 

 区民の地域における身近なスポーツの場として、区立の小・中学校の校庭、体育館、

プール等を、学校教育に支障のない範囲で開放しています。その運営は、学校応援団・

学校開放運営委員会が行っています。また、学校体育館個人開放、プール開放におい

てはスポーツリーダーを安全管理指導員として配置し、利用者の安全確保に努めます。 

 

②ウオーキングコース・ランニングコースの充実・活用 

 区民に身近な運動のための場所として、既存のウオーキングコースやランニングコ

ースの活用を図ります。また、最寄駅から区立体育館まで楽しみながら歩けるような

ウオーキングコースを設定します。整備充実にあたっては、距離・カロリー表示など

を進めるほか、コースを活用したウオーキング・ランニングイベントを開催します。 

 

③公有地等の有効活用 

 国有地や都有地、区有地、民有地などについて、区民が多目的な運動をする場とし

て活用する方策を検討するため、積極的な情報収集を行います。 

 

④身近な区立施設でのスポーツの場の確保 

 地区区民館、生涯学習センター、青少年館等の区立施設において実施している、ス

ポーツを目的とした利用に対する施設貸出のほか、地域の公園や区立施設に運動器具

を設置するなど、区民がより身近な場所でスポーツができる環境を提供していきます。 

 

⑤スポーツ施設のバリアフリー化の推進 

 年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが安心してスポーツ活動ができるよう、スポ

ーツ施設のバリアフリー化を推進します。 
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 数値目標として掲げている、週１回以上スポーツを実施する区民の割合を向上させ

るためには、多様なニーズに対応したスポーツへの参加機会を提供することが必要で

す。子どもや高齢者、若者、働き盛りの方や子育て中の方など、様々なライフステー

ジによって、また、それぞれのライフスタイルによって、スポーツを行う理由、した

くてもできない理由も異なります。 

 今後は、庁内各課との連携や、区とスポーツ関係団体との連携、スポーツ関係団体

相互の連携などにより、区民の誰もがスポーツに親しむことができる場や機会の充実

を図ります。 

 

（１）幼児・児童・生徒のスポーツ活動の推進 

 子どもの頃にスポーツを好きになることは、大人になってからのスポーツ実施率を

高めることにもつながり、子どもにとっても、コミュニケーション能力や協調性の向

上といった効果も期待されます。そのため、学校や地域において、子どもたちがスポ

ーツにふれることができる機会を充実させます。 

 また、将来のトップアスリートが育つよう、スポーツに積極的に取り組む子どもた

ちが夢を持つことができる機会を創出していきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①教室・講習会および大会・イベント等の開催 

区立体育館や地域の区立施設で、子どもたちがスポーツをするきっかけとなるスポ

ーツ教室やレクリエーションスポーツ体験会、各種大会、イベント等を開催します。

また、様々なかたちでスポーツにふれあう機会を充実させるため、「みる」スポーツと

して観戦機会の提供について検討します。 

  

②学校における運動機会の充実や運動部活動等の活性化への支援 

 小・中学校における体育・健康に関する取組の充実を目指すために、朝や休み時間、

放課後の体力づくりの実践等に関する研修会を開きます。また、中学校の運動部活動

に対して、スポーツ指導者としての外部指導員の派遣を促進します。 

 

③子どもの居場所づくり事業でのスポーツ活動の充実 

 休日や放課後に子どもたちが遊びやスポーツにふれることができる場を提供するた

め、児童放課後等居場所づくり（ひろば）事業やねりま遊遊スクール等でのスポーツ

活動のさらなる充実を図ります。 

 

④親子スポーツの推進 

 学齢前から体を動かす習慣を身につけるために、親子スポーツ教室、体操教室等を

実施します。また、ＰＴＡ等が実施する親子スポーツ関係のイベントを支援します。 

施策体系２ スポーツへの参加機会の充実 
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⑤トップアスリートを育てる環境づくり 

 競技力を高めるため、運動部活動への指導者派遣などの支援を行います。そのほか、

トップアスリートとの交流の機会を創出し、スポーツへの親しみとともに競技力向上

への意欲を高めます。また、競技力が高い生徒を発掘し、都や国と連携しながら、練

馬区出身のアスリートを育成していきます。 
 

 

（２）ライフスタイルに応じた成人のスポーツ活動の推進 

 働き盛り、あるいは子育て世代の層は、様々な理由から、スポーツの実施率が低い

層となっています。生涯を通じたスポーツ活動の実践、若い世代からの健康づくりや、

地域との関わりの創出、親子のふれあいを高めるなど、こうした世代が運動やスポー

 

 そのため、区民それぞれのライフスタイルやニーズを意識しながら、スポーツ活動

の機会を創出していきます。 
 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ大会や競技会の開催 

  区民体育大会、女性スポーツ大会等の各種大会や、各競技連盟主催の競技会を開催

します。開催にあたっては、より多くの区民が参加できるよう内容の充実に努めると

ともに、各種大会やイベントを観戦する機会を提供し、「みる」スポーツの充実を図り

ます。 
 

②多様なニーズをとらえたスポーツ・健康教室やイベント等の開催 

 スポーツを通じて健康づくりを推進していくため、成人が参加しやすいスポーツ・

健康教室やイベント等を開催します。 

 教室やイベント等の企画にあたっては、スポーツに関心がなかった層の参加を拡大

するため、各年代が求めるニーズを把握し、対象とする参加者を意識した事業を検討

していきます。 
 

③子育て世代のスポーツ活動への参加促進 

 子育て中、働き盛りの親をスポーツ活動に参加させることをねらいとして、教室や

イベントにおける保育室の設置や親子参加型事業など、子育て中の親も参加しやすい

環境を整えます。また、家族で気軽にスポーツが楽しめるような場所や、イベント等

の情報発信を行います。 
 

 
  

ツに取り組むことは、大きな意義があります。
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（３）高齢者のスポーツ活動の推進 

 高齢者は、一般に健康意識が高く、それがスポーツ実施率の高さにもつながってい

ると考えられます。今後は、より多くの高齢者が区立スポーツ施設だけでなく高齢者

向け施設等においてもスポーツ活動に参加しやすくなるよう、高齢者のニーズやライ

フスタイルを捉えた機会の充実を進めます。また、高齢者のスポーツは、介護予防の

視点など、それぞれの健康状態や体力を踏まえ、適切な内容に配慮する必要があるた

め、施設や教室などにおける相談機能や指導者の配置などを進めていきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①健康体力づくり相談の充実 

 区立体育館等における高齢者のスポーツ活動を推進するために、健康や体力に関す

る相談機能の充実を図ります。また、区立体育館において、パーソナルトレーニング

メニューを作成するサービスを実施するなど、個人の体力に合わせたスポーツ活動を

支援します。 

 

②スポーツ・健康教室やイベント等の開催 

 介護予防にもつながる高齢者の健康づくりに向けた教室、イベント等の企画・開催

を推進します。教室等の開催にあたっては、スポーツ指導者やスポーツ関係団体と連

携し、安全を確保するとともに、より多くの高齢者が楽しく参加できるよう事業の充

実を図ります。 

 

（４）障害者のスポーツ活動の推進 

 障害のある人がスポーツに関心を持ち、取り組むきっかけとなるような教室やイベ

ント等を開催していきます。また、障害のある人が地域でスポーツ活動を継続できる

よう、地域において気軽にスポーツに参加できる場の提供を進めます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ・健康教室やイベント等の開催 

 公益社団法人練馬区体育協会や総合型地域スポーツクラブ等と連携し、障害者向け

や障害者と健常者がともに取り組めるような教室、イベント、スポーツ大会等を開催

します。 

また、障害者スポーツへの理解を深めるために、障害者スポーツに係る情報発信の

充実を図ります。 

 

②障害者が気軽に参加できるスポーツの場の提供 

 区立スポーツ施設において、障害者が利用しやすい場や機会を確保します。専用コ

ートやレーンの確保のほか、障害者週間に合わせた体育館アリーナの開放などを検討

します。また、障害者施設において、気軽に体を動かせる運動器具等を設置します。 
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 楽しみながら、継続的にスポーツを行う区民を増やすために、スポーツに関する安

全面、技術面での正しい知識だけでなく、スポーツの楽しさを伝えられる指導者の育

成は、重要な取組です。また、スポーツの種目としての指導にとどまらず、区民や地

域の実情を踏まえたスポーツイベントの企画から開催までコーディネートできる人材

の育成や、活用の促進も重要です。 

 また、区内では、公益社団法人練馬区体育協会、練馬区スポーツ推進委員会、練馬

区レクリエーション協会、総合型地域スポーツクラブの活動が活発に行われています。  

 今後は、これらの団体が、より主体的に地域のスポーツ活動を推進していくために

必要な支援を行うほか、スポーツ関係団体相互の連携、区とスポーツ関係団体や大学、

民間スポーツクラブ等との連携を強化していきます。 

 

 

（１）総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

 区内には、区立体育館を拠点として７つの総合型地域スポーツクラブが活動してい

ます。区民が生涯にわたって継続的にスポーツを行い、世代を超えて交流できる場と

しての役割を担う総合型地域スポーツクラブの育成・支援を行います。 

 

＜具体的な取組＞ 

①総合型地域スポーツクラブの育成・支援  

 総合型地域スポーツクラブが、それぞれの地域において、一層区民にとって身近な

場となり、自立した活動が展開できるよう育成と支援を行います。今後は、地域団体

や学校等と積極的な関わりを持つことで、地域の身近な存在となり、地域におけるス

ポーツ活動の相談窓口としての役割を担うことができるよう、育成・支援します。 

 

②総合型地域スポーツクラブの交流促進 

 クラブ間の交流を促進し、意見交換や情報交換を活発にし、それぞれのクラブや地

域の特性を活かした活動を推進します。 

 

  

施策体系３ スポーツを推進するための人材と組織の充実 
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（２）スポーツを「ささえる」人材の育成 

 スポーツの楽しさを体験したり、より競技力を高めたりと、生涯を通じ、それぞれ

の目的に合わせて安全にスポーツを続けていくために、指導者の役割は重要です。ス

ポーツの指導者には様々な資質が求められるため、様々な機会を通してその育成を行

うとともに、人材を活用する機会を拡充していきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ指導者の育成 

 地域のスポーツ活動をコーディネートするスポーツ推進委員の委嘱と活動支援や、

公益社団法人練馬区体育協会が主催する指導者研修会等、スポーツ関係団体と協力・

連携しながら、区民のスポーツ活動をささえる指導者の育成と確保に努めます。 

 学校教育においては、体育の指導者として、児童、生徒に安全かつ効果的な指導を

行うため、小・中学校教員を対象とした研修会を開催します。 

 

②地域のスポーツ活動を推進する人材の育成 

 地域でのスポーツイベントの企画やスポーツの指導、普及活動ができる人材を育成

するための「スポーツリーダー養成講習会」、地域で自主的な健康づくりを広める人材

を育成する「健康づくりリーダー育成講座」等を開催します。 

 また、スポーツ活動や指導中の事故等に対し、適切に対応するため、救急法や水上

安全法に関する講習会を開催します。 

 さらに、スポーツの指導に関わる様々な人材の交流の場を作り、地域で活動する人

材の交流を深めます。 

 

③スポーツボランティアの育成 

 スポーツボランティアについての講習会の開催や、各種イベント等においてボラン

ティア体験の場を提供します。 

 

④スポーツ指導者バンクの設置 

 スポーツ指導者に関する情報を充実させるため、スポーツ関係団体の協力のもと検

討している（仮称）スポーツ指導者バンクについて、設置に向けた取組を推進します。 

 

⑤障害者スポーツをささえる人材の養成と活用  

 東京都が実施している障害者スポーツ指導員養成講習会の受講を推奨し、スポーツ

推進委員等を中心に、有資格者を増やしていきます。 

 また、障害者のスポーツをささえる人材を育成するための講習会を区においても実

施します。さらに、関係各課と連携し、障害者スポーツ指導員の確保と活用を促進し

ます。 
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（３）スポーツ関係団体および民間スポーツクラブ等との連携の強化 

 区内で活動しているスポーツ関係団体や民間スポーツクラブ等は、それぞれの場面

で区民のスポーツ活動を支えていますが、相互の協力・連携により、各団体の強みを

活かした効果的な取組の展開が期待されることから、各団体間の意見交換を行う機会

や連携した事業の実施を進めます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ関係団体、大学・専門学校等との協力・連携 

 区とスポーツ関係団体の協力・連携、スポーツ関係団体相互の協力・連携を図るた

め、意見交換や情報共有を行う場を設置します。 

 スポーツ関係団体と大学・専門学校等の連携を図る支援を行うほか、スポーツ関係

団体が連携、協力して開催するイベントの支援を行います。 

 

②民間スポーツクラブ等との協力・連携 

  生活習慣病予防事業や高齢者の健康づくり事業をはじめとしたスポーツに関わる

様々な事業について、効果的な事業展開を図るため、専門的な施設や人材を有してい

る民間スポーツクラブ等との協力・連携を進めます。 
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 主体的にスポーツを実施する区民を増やすためには、区民のスポーツに対する関心

や意欲を高めるとともに、スポーツに関する施設や団体、教室など、様々な情報が、

容易に、あるいは意識しなくても入手できる環境や、スポーツを行おうとした時の適

切な相談先があることが必要です。 

 今後は、スポーツ関係団体等との連携を通じて、スポーツに関する情報の集約や、

多様な情報媒体を活用した情報発信を行うとともに、誰もが相談しやすい環境づくり

を進めます。また、スポーツ関係者やスポーツ関係団体、区民のニーズ把握や、意見

交換、情報共有ができる場や機会を設けることで、団体や施設などにおける取組を、

よりニーズにあったものへと改善していきます。 

 

 

（１）スポーツに関する情報の集約と活用 

 スポーツに関する情報が区民に浸透することは、スポーツに対する区民の潜在的な

関心やニーズを掘り起こし、新たな活動のきっかけづくりにもつながります。そのた

め、これまでの情報発信手法に加えて、これまでスポーツに関する情報にふれていな

かった区民にも届くよう、情報内容の充実や、より多様な手法の活用を図ります。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ情報の集約と効果的な活用 

 区の取組はもとより、スポーツ関係団体や指定管理者などがそれぞれ個別に取り組

み、発信している情報を集約し、区民のスポーツに関するニーズに合わせて効果的に

提供する仕組みづくりを検討します。 

 また、スポーツに関する様々な相談について、適切な相談先を紹介することができ

る仕組みを構築します。 

 

②多様な情報発信手法を活用したスポーツ関連情報の発信 

 区民にとって最も身近な情報媒体である区報を活用した、スポーツ関連情報のより

効果的な発信を図ります。 

 そのほか、ホームページ、メーリングリスト、ソーシャルメディア等の情報媒体の

有効活用を図ります。 

 より多くの区民の目にもふれるよう、区立施設以外の場所を活用した情報発信を検

討するほか、区内で行われる大規模イベントにおいて、スポーツ関係の情報を発信し

ます。 

 

 

 

 

施策体系４ スポーツに関する情報やニーズの把握と活用 
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（２）スポーツに関するニーズの把握と活用 

 区民やスポーツ関係団体、スポーツ指導者などが情報交換を行うことで、スポーツ

活動に関する区民ニーズを把握し、団体等の活動等に活かすことが期待されることか

ら、お互いの情報交換の場や機会を創出していきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①スポーツ関係者、スポーツ関係団体、区民等の情報共有と交流の場の設定 

 スポーツ関係者やスポーツ関係団体、区民等の情報共有や交流を図ることができる

場を設定します。 

 

②懇談会の設置・開催 

 区のスポーツ推進における重要なテーマについて、より多くの区民ニーズを反映す

るため、スポーツ関係者やスポーツ関係団体、公募区民等を含む懇談会を開催します。 
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 スポーツが持つ力として、健康、体力の増進はもとより、高齢者の生きがいづくり、

青少年の健全育成、地域住民の交流の促進、地域全体の活性化など、多様な効果が期

待されています。 

 今後は、こうしたスポーツが持つ力を地域における様々な場面で活用する視点に立

ち、庁内各課との連携を図りながら、地域の活性化やシティプロモーションにつなが

るようなスポーツイベントを実施していきます。また、地域における様々な団体等と

の協働を通じ、スポーツを通じたコミュニティの活性化を意識した取組を進めます。 

 

 

（１）地域を活性化させるスポーツイベントの開催 

 スポーツイベントは、出場者（する）だけではなく、観衆（みる）、開催を支援する

人（ささえる）を含め、多くの人や団体との協働により開催されるものであり、会場

周辺は多くの人でにぎわいます。これを貴重な機会と捉え、開催に合わせて区の魅力

をＰＲするほか、地域間の交流の場を創出し、地域の活性化に活かしていきます。 

 

＜具体的な取組＞ 

①区の魅力を発信するスポーツイベントの開催 

 区の特徴や資源などを内外にアピールし、区の魅力や好感度を高めるシティプロモ

ーションの効果を意識しながら、区外からも広く参加者を集める（仮称）ねりまシテ

ィマラソン等のスポーツイベントを開催します。 

 大規模なスポーツイベントの開催にあたっては、練馬の物産販売や、キャラクター

の活用などにより、区の魅力をＰＲする機会としていきます。 

 

②地域の交流につながるイベントの開催 

 総合型地域スポーツクラブ等の働きかけにより、地域団体や、地域で活動している

スポーツ団体等が参加するスポーツ大会やイベントを開催し、地域間の交流や地域の

つながりを深めていきます。 

 

 

  

施策体系５ スポーツが持つ力の地域への活用 
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（２）スポーツを通じた地域コミュニティの活性化 

 スポーツは、多くの人が集まって一緒に活動することから、人と人との出会い、参

加者同士の交流の場をつくるといった効果もあります。そのため、地域のコミュニテ

ィを活性化させる方策の一つとして、スポーツを積極的に取り入れるための支援を行

います。 

 

＜具体的な取組＞ 

①地域におけるスポーツ活動への参加促進 

 地域において、身近な場で活動しているスポーツ関係団体や、区立体育館などのス

ポーツ施設で実施する教室やイベント等の情報発信を充実するなど、これらの団体や

施設を身近に感じてもらえる環境を整え、地域におけるスポーツ活動への参加を促進

し、地域内の交流を活性化する取組を進めます。 

 

②スポーツ活動の推進による地域のつながりの強化 

 スポーツ関係団体やスポーツ指導者と地域団体等との協力・連携により、地域団体

等におけるスポーツを取り入れた活動を支援します。 

 

 



第５章 推進体制と評価  

 45

  

 
 

 

 

 

 本ビジョンの推進に向けては、区民、スポーツ関係団体、地域団体、民間事業者、

区等が、協力・連携を図るとともに、それぞれが主体的なスポーツ推進の担い手とな

って取り組むことが重要です。 

 効果的なビジョンの推進に向けては、区民、各団体等に、以下のようなことが期待

されます。 

 

（１）区民 

 それぞれのライフステージを意識しながら、主体的にスポーツに関わっていくこと

が期待されます。これまでスポーツに取り組んでいなかった人も、スポーツが持つ力

を理解し、スポーツに関心を持ち、参加し、継続的な取組につなげていくことが期待

されます。 

 スポーツへの関わり方には、以下のようなものがあります。 

・団体や区が実施するスポーツイベントや、教室等に積極的に参加する（「する」スポ

ーツ）。 

・スポーツに関する各種大会やイベントに関心を持ち、観戦に行き、大会等を盛り上

げる（「みる」スポーツ）。 

・総合型地域スポーツクラブの活動やスポーツイベントのボランティアなどに積極的

に参加する（「ささえる」スポーツ）。 

 

（２）スポーツ関係団体 

 区民がスポーツに取り組むための場や機会を提供するため、区や地域団体等とも連

携しながら、これまで以上に活動を活発に行うことが期待されます。 

 区民が参加しやすい仕組みづくりやきっかけづくりを進めるとともに、情報発信に

努め、区民のスポーツ参加の機会を拡充することが期待されます。 

 

（３）地域団体等 

 区民に身近な団体として、スポーツ関係団体等と連携し、活動の中にスポーツを積

極的に取り入れ、スポーツが持つ力を活かし、団体内の交流促進、さらには、地域に

おける連帯感の向上や活性化につなげていくことが期待されます。 

 

第５章 
推進体制と評価 5 
１ 推進体制 
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（４）民間事業者 

 区立スポーツ施設の指定管理事業者は、その運営において、専門的なノウハウを活

かして区民のスポーツに対する場や機会を充実させることが期待されます。 

 民間スポーツクラブ等は、区民がスポーツを主体的に行う場と機会を提供する役割

の中で、区と連携し、多様な区民のニーズを捉えた事業の展開が期待されます。 

（５）区 

 区民が主体的にスポーツに関わることができるような環境の整備に努めます。 

 スポーツ関係団体を育成、支援し、地域におけるスポーツの推進を促します。 

 スポーツ関係団体間の情報共有・意見交換の場を設定することで、推進体制の強化

を図ります。 

 スポーツに関する情報を収集し、わかりやすく区民に発信するとともに、相談体制

の充実を図ります。 

 庁内各課との連携を図り、教育、子育て、健康づくり、高齢者施策、障害者施策、

地域コミュニティ、まちづくり等、スポーツに関連する分野の施策との整合性を図り

ます。 

 

 

 

 

 本ビジョンは、区の生涯スポーツ推進の理念や方向性、取組内容について示すもの

です。取組内容については、区の長期計画や他の関連計画と整合を図りながら進めて

いきます。 

 数値目標に掲げた区民のスポーツ実施率のほか、スポーツ活動の満足度等の意識・

実態については、おおむね 10 年間の中で中間評価等を実施し、数値の把握、検証を行

い、ビジョンの見直しを行っていきます。 

 

  

２ 評価と見直し 
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（１）第２期練馬区スポーツ振興基本計画策定委員会 委員名簿 

役職 氏名 所属 

委員長 中村 哲明 地域文化部長 

副委員長 齋藤 新一 スポーツ振興課長 

委員 森田 泰子 企画課長 
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（２）第２期練馬区スポーツ振興基本計画策定懇談会 委員名簿 

区分 氏名 所属 

スポーツに関する

学識経験者 

○作野 誠一 早稲田大学スポーツ科学学術院准教授 

◎柳沢 和雄 筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学系教授 

スポーツ関係団体

の推薦する者 

石川 正子 公益社団法人練馬区体育協会 

石塚 利郎 練馬区スポーツ推進委員会 

茨田 忍 総合型地域スポーツクラブ 

牧  真一 練馬区レクリエーション協会 

区立学校長 
赤木 宏行 練馬区立中学校校長会 

早川 一秀 練馬区立小学校校長会 

ＰＴＡ代表 
青栁 直美 練馬区立中学校ＰＴＡ連合協議会 

柾  博光 練馬区小学校ＰＴＡ連合協議会 

地域活動団体代表 岡村 宏平 練馬区町会連合会 

高齢者団体代表 重田 栄 練馬区老人クラブ連合会 

障害者団体代表 的野 碩郎 練馬区障害者団体連合会 

公募区民 

鎌田 康男  

長井 詳典  

古尾谷 均  

宮崎 英孝  

山中 康弘  

※◎印は座長、○印は副座長 

※区分ごとの 50 音順で表記 
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（３）練馬区スポーツ推進ビジョン策定の経過 

 

 

 

平成25年度 第２期練馬区スポーツ振興基本計画策定委員会 第２期練馬区スポーツ振興基本計画策定懇談会

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

第１回策定委員会（6/27）

・第2期練馬区スポーツ振興基本計画策定について

・区民アンケートの実施について

パブリックコメントの実施（平成25年12月11日～平成26年1月10日）

第２回策定委員会（8/29）

・練馬区のスポーツの現状と課題について

・区民意識意向調査の結果（速報値）について

第３回策定委員会（9/25）

・第2期練馬区スポーツ振興計画の概要について

・施策体系と取組概要について

第４回策定委員会（10/18）

・練馬区スポーツ推進ビジョン（仮称）骨子案について

第５回策定委員会（11/1）

・練馬区スポーツ推進ビジョン（仮称）素案について

第６回策定委員会（2/5）

・（仮称）練馬区スポーツ推進ビジョン【素案】に対す

るパブリックコメントの結果報告

第３回策定懇談会（11/5）

・練馬区スポーツ推進ビジョン（仮称）素案

第４回策定懇談会（1/29）

・（仮称）練馬区スポーツ推進ビジョン【素案】に対す

るパブリックコメントの結果報告

第１回策定懇談会（7/31）

・委員の委嘱

・座長・副座長の選出

・第2期練馬区スポーツ振興基本計画について

・区民意識意向調査の実施について 等

第２回策定懇談会（10/4）

・練馬区のスポーツの現状と課題

・第2期計画の概要

・施策体系

・具体的な取組

ビジョンの策定
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（１）運動・スポーツに関する区民意識意向調査の概要 

①調査の目的 

 現行の練馬区スポーツ振興基本計画が平成 25 年度に目標年次を迎えるため、練馬区

では、平成 26 年度を初年度とする次期計画を策定する。策定にあたり、運動・スポー

ツに関する区民の意識や実態を把握し、現行計画の進捗状況を評価するとともに、次

期計画における施策等を検討する基礎資料とするために、調査を実施した。 

②調査対象・発送数 

 練馬区在住の 20 歳以上の区民 3,000 人を無作為抽出 

③調査時期 

平成 25 年７月～平成 25 年８月 

（発送日：平成 25 年７月 24 日 回収締切日：平成 25 年８月７日） 

④調査方法 

・住民基本台帳より無作為抽出した対象者に対して、郵送配布・郵送回収により調査

を実施 

・全調査対象者に、督促状兼お礼状を１回送付 

⑤回収率 

・発送数：3,000 件   ・回収数：1,179 件   ・回収率：39.3％ 
 

  

（２）運動・スポーツに関する区民意識意向調査の要点 

 

 

 

○体力に自信がある人は６割近い一方で、運動不足は８割近い人が感じている。 

 体力への自信については６割近くが自信がある（「どちらかといえば～」を含む）と

回答している一方で、運動不足については、８割近くの人が感じている（「ある程度～」

を含む）と回答している。 
 

○現在、運動やスポーツをすることが好きな人は、子どもの頃好きだった人より少ない。 

 現在、運動やスポーツをすることが好きな人（「まあまあ好き」を含む）は、約７割

であるが、子どもの頃身体を動かして遊ぶことが好きだった（「どちらかといえば好き

だった」を含む）は８割を超えている。 

資料２ 練馬区のスポーツの現状と課題（補足資料） 

1 スポーツの実施状況 
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○スポーツ実施率は伸びており、東京都調査（H24）よりも上回っている。また、「スポ

ーツや運動はしなかった」人の割合が顕著に低い。 

 「週１回以上のスポーツを行う成人の割合」であるスポーツ実施率は、今回調査（H25）

では 55.0％であり、前回調査（H18）の 46.2％を上回っている。これは、東京都調査

（H24）の 53.9％よりもやや上回っている。 

 また、「スポーツや運動を実施しなかった」との回答が 5.0％であり、前回の 32.8％、

東京都調査（H24）の 18.4％よりも顕著に低く、ほとんどの区民が何らかのスポーツに

関わっていることがうかがえる。 
 

○20～40 歳代では、週１日以上のスポーツ実施率は低い。 

 20～40 歳代では、週１日以上のスポーツ実施率は低い。年代が上がると、週３日以

上のスポーツ実施率が高くなっている。しかし、スポーツや運動をしなかった人の割

合はどの年代においても大きな差はない。 
 

○子どもの頃にスポーツが嫌いだと大人になっても実施頻度が低い傾向がある。 

 子どもの頃にスポーツが嫌いだった人は、現在も実施頻度が低い傾向がある。 
 

○週 1回以上のスポーツ実施率が低い若年層でも、一定の実施頻度はある。 

 20～40 歳代の週 1 回以上のスポーツ実施率は相対的に低いが、約 3 割は月に１～３

回程度の実施頻度がある。 
 

○実施種目では、ウオーキング・散歩、体操が特に多い。 

 実施種目では、「ウオーキング・散歩」が非常に多く、次いで「体操」となっている。

実施種目傾向は東京都調査（H24）の傾向とほぼ同じであるが、実施率については練馬

区の方が高い。 
 

○スポーツをする理由としては「健康・体力づくり」、「楽しみ、気晴らし」、「運動不足

解消」が高い割合を占めている。 

 運動やスポーツをした理由は、「健康・体力づくり」や「楽しみ、気晴らし」、「運動

不足を感じるから」が全体としては多い。特に実施頻度が高い人は、「健康・体力づく

り」を理由にしている人が多い。 
 

○実施場所は道路や遊歩道、広場や公園、区立スポーツ施設も比較的利用されている。 

 運動やスポーツを行った場所としては、「道路や遊歩道」、「広場や公園」などが多いが、

練馬区の特徴として、「区立のスポーツ施設」の回答が比較的多いことが挙げられる。 
 

○クラブ・サークルの加入率は前回調査（H18）とあまり変わっておらず、民間や地域の

クラブに加入している率が高い。 

 クラブの加入率は、前回調査（H18）とあまり変わっていないが、加入してもやめて

しまう状況もうかがえる。加入しているクラブとしては「民間や地域のクラブ・サー

クル」が多い。加入する動機としては、「継続してできること」、「健康・体力づくりの

ため」、「好きなスポーツができる」、「仲間づくり」、「指導者がいる」などの回答が高

い。 
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○スポーツを行う時間帯は、平日の午前の割合が高い。 

 スポーツを行う時間帯として、「平日の午前」と回答した割合が一番高く、次いで、

「特に決まっていない」、「休日の午後」、「休日の午前」、「平日の午後」となっている。

また、実施頻度が高い人は「平日」に行う傾向が高く、実施頻度が低くなるにつれ、「休

日」、「特に決まっていない」、と回答する割合が増える。 
 

○行わなかった理由は、時間がとれないからが多い。 

 スポーツを行わなかった理由としては、「時間がとれなかった」が特に多い。他にも、

「行いたいと思わない」、「体調や体力に不安があったから」などが多く、環境や条件

よりも個人的な状況によるものが主である。 

 

 

 

○今後のスポーツの実施意向は総じて高い。 

 今後のスポーツの実施意向は、東京都調査（H24）と比較しても総じて高い。上位は

ウオーキング・散歩、体操、軽い水泳と続く。 
 

○活動したい仲間として、「家族と」、「現在住んでいる地域の人々と」が比較的多い。 

 今後スポーツを行う上で行いたい仲間については、「友人・知人と」が最も多い。「家

族と」、「現在住んでいる地域の人々と」の回答が東京都調査（H24）に比べ高い状況に

ある。 
 

○目的や期待としては、「健康や体力の維持増進」、「気分転換・気晴らし」が多い。 

 スポーツをする上での目的や期待では、「健康や体力の維持増進」、「気分転換・気晴

らし」が多い。前回調査（H18）と比較すると、「生活を楽しく豊かにする」が上位に

上がってきている。 
 

○イベントや大会の参加率は低い。 

 イベントや大会への参加率、今後の参加意向は、東京都調査（H24）と同様に低いが、

今後の参加意向としては、行政や地域で主催するイベントや大会への参加意向が東京

都調査（H24）より高くなっている。 

 

 

 

○スポーツ観戦をした人は４割程度で東京都調査（H24）と同様となっている。 

 この１年間に直接スポーツ観戦をした人は４割程度で、５回以上の人は１割程度し

かいない。 
 

○指導やボランティア活動の参加率は１割程度で東京都調査（H24）と同様となっている。 

 この１年間にスポーツに関する指導やボランティア活動をした人は、１割程度で、

東京都調査（H24）とほぼ同様である。したことがある人では、サークル・団体の運営

や手伝いが最も多い。活動頻度については、活動した人のうち、年に１～３日程度の

人が４割を占めており、週１日以上の人は３割強である。 

２ 今後の実施意向について 

３ 「みる」、「ささえる」スポーツ
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○指導者としては「楽しみ方や興味関心がわく指導ができる人」、「健康や体力づくりの

指導ができる人」が求められている。 

 必要とされる指導者として、「スポーツの楽しみ方やスポーツへの興味・関心がわく

ような指導ができる人」、「健康・体力づくりのための運動やスポーツの指導ができる

人」が特に求められている。 

 

 

 

○総合型地域スポーツクラブは、認知度が低いものの、期待は高い。 

 総合型地域スポーツクラブの認知度は、東京都調査（H24）と比較しても低かったが、

今後の加入意向としては、東京都調査（H24）と比較して非常に高い結果となった。 

 

 

 

○利用者の割合や実施頻度は、あまり変わっていない。 

 この１年間での施設利用経験者は３割弱で、平成 19 年度調査とあまり変わっていな

い。利用した施設としては「プール」が突出して多い。実施頻度についても、平成 19

年度調査とほぼ同様の結果であった。 

 

○施設の利用目的としては、個人で運動やスポーツをするためが多い。 

 施設の利用は、「一人で」、「家族と」の回答が多く、利用目的としては、「個人で運

動やスポーツをするため」が特に多くなっている。 
 

○区立施設を利用しない理由は、利用方法やプログラム、場所を知らないからが多い。 

 区立スポーツ施設を利用しない理由としては、「利用方法や手続きがわからない」、

「実施されているプログラムの内容などがわからない」、「場所がどこにあるかわから

ない」が多くなっており、施設の利用方法や場所、プログラムなどの周知が不足して

いることが理由と考えられる。 
 

○区立施設に望むことは、身近で利用できるような施設数、アクセスの向上などがある。 

 区立スポーツ施設に望むこととしては、「身近で利用できるよう、施設数の増加・交

通アクセスの向上」、「低利用料金の設定」、「初心者向けのスポーツ教室やスポーツ行

事の充実」などが多い。 
 

 

 

 

○スポーツに関する情報の入手先としては、区報、インターネット、家族、知人、友人

からの紹介などがある。 

 運動やスポーツに関する情報の入手先としては、「区報」が特に多いが、「インター

ネット」、「家族、知人、友人からの紹介」も多い。 

５ 施設について 

６ 情報について 

４ 総合型地域スポーツクラブについて 
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○特に知りたいスポーツに関する情報は、施設の紹介・利用案内、スポーツ教室・講座

の情報などが高い割合を占めている。 

 知りたい情報としては、「施設の紹介・利用案内」、「スポーツ教室・講座の情報」な

どが多く、区立施設を利用しない理由とも対応している。 

 

 

 

○練馬区のスポーツ環境について、施設に関する充実度は高いが、指導者や情報、施設

や行事についての情報サービスに対する充実度は低いと感じている割合が高い。 

 区のスポーツ環境としては、「屋内スポーツ施設の整備」、「屋外スポーツ施設の整備」

などの充実度は高いが、「指導者の養成・紹介」、「施設や行事についての情報サービス」

などの充実度は低いとの評価となっている。 
 

○スポーツ推進の地域への効果では、高齢者の生きがいづくりをはじめとした多様なも

のが期待されている。 

 スポーツ推進の地域への効果としては、「高齢者の生きがいづくり」、「青少年の健全

育成」、「地域住民の交流の促進」、「地域全体の活性化」など、多様な効果が期待され

ている。 
 

○今後の期待として、公共スポーツ施設の充実、個人を対象とした施設開放などの期待

度が高くなっている。 

 今後のスポーツ振興施策として期待するものとしては、「公共スポーツ施設の充実」、

「個人を対象とした区のスポーツ施設開放」、「高齢者が参加しやすいスポーツ教室・

行事」、「体力・健康づくりの教室・行事」、「施設利用や教室・行事などの情報提供」

などの回答が多い。 

  

７ 施策の方向性について 
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（３）スポーツ実施率についての補足説明 

 練馬区では、運動・スポーツに関する区民意識意向調査を経年的に実施しているが、今回

調査（H25）では、直前に実施された文部科学省調査（H24）、東京都調査（H24）との比較が

できるよう、これらと同様の設問構成に変更した。 

 今回調査（H25）では、運動・スポーツ実施の有無を、37 の選択肢で具体的な種目を提示

した上で、該当するものがない場合に「運動・スポーツをしなかった」を選択する設問構成

としている。なお、前回調査（H18）では、運動・スポーツ実施の有無を２つの選択肢で尋ね

ており、このことが、前回調査と比較して運動・スポーツをしなかった区民が減少した理由

となっていることも考えられる。 

【前回調査（H18）の設問構成】 

問１-２ あなたは、この１年間に運動やスポーツをしましたか。（○は１つ） 

１ 運動やスポーツをした      （問１-３へ） 

２ 運動やスポーツをしなかった   （問１-８へ） 

（問１-２で「１ 運動やスポーツをした」とお答えの方にお聞きします。） 

問１-３ あなたは、どれくらいの頻度で運動やスポーツをしましたか。（○は１つ） 

１ 週に３回以上 ２ 週に２回程度 ３ 週に１回程度 

４ 月に１～３回程度 ５ １年に１～３回程度  

 

【今回調査（H25）の設問構成】 

 

問５-１ この中
なか

に、あなたがこの１年間
ねんかん

に 行
おこな

った運動
うんどう

やスポーツがあれば、

すべてお選
えら

びください。（○はいくつでも） 
 

〔レクリエーション的なものや、比較的軽い運動やスポーツ〕 

１．ウオーキング、散歩（散策、ペットの散歩などを含む） 

２．体操（ラジオ体操、フリフリグッパー体操、いきいき健康体操、ストレッチ、エ

クササイズ、エアロビクス、ヨガ、ピラティス、太極拳、縄跳びなどを含む） 

３．競技性の低い軽い球技（キャッチボール、卓球、ドッジボール、バドミントン、

テニス、バレーボール、サッカー、フットサルなど） 

４．軽い水泳（水中歩行、水中運動を含む） 

５．ランニング（ジョギング） 

６．ボウリング 

７．室内運動器具（ウエイト器具、ランニングマシーン、バランスボールなど）を使ってする運動  

８．ダンス（フォークダンス、ジャズダンス、社交ダンス、フラダンス、バレエ、民謡踊りを含む） 

９．ゲートボール、グラウンドゴルフ、ターゲットバードゴルフなどゴルフ型スポーツ

10．ニュースポーツ、レクリエーションスポーツ（輪投げ、ディスコン、スポーツ吹

矢など） 

11．その他の比較的軽い運動やスポーツ（具体的に：              ）
 

 

→この設問は、選択肢が次の頁に続いています
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〔屋外や自然の中で行う、比較的広域にわたる運動やスポーツ〕 

12．サイクリング、モーター（サイクル）スポーツ 

13．ゴルフ 

14．ハイキング、ワンダーフォーゲル、オリエンテーリング、ウオークラリー 

15．海水浴（遊泳） 

16．スキー、スノーボード 

17．釣り 

18．登山（クライミング） 

19．キャンプ、オートキャンプ 

20．ボート、ヨット、スキンダイビング、スクーバダイビング、カヌー、水上バイク、

サーフィン、ウィンドサーフィン、ボディボード 

21．スケート、ローラースケート、スケートボード 

22．ハングライダー、パラグライダー、スカイダイビング 

23．その他の比較的広域にわたる運動やスポーツ（具体的に：          ）
 

〔競技的スポーツ〕 

24．野球 

25．サッカー、フットサル 

26．テニス、ソフトテニス 

27．バドミントン 

28．卓球 

29．バレーボール 

30．バスケットボール 

31．柔道、剣道、空手、相撲、合気道など武道 

32．ソフトボール 

33．陸上競技 

34．水泳競技 

35．ボクシング、レスリングなど格闘技 

36．弓道、アーチェリー 

37．その他の競技的スポーツ（具体的に：                  ） 
 

38．スポーツや運動はしなかった               →問５-９へ 

（問５-１で１～37 とお答えの方にお聞きします。）            

問５-２ あなたがスポーツや運動
うんどう

を行った日数
にっすう

を全部
ぜ ん ぶ

合
あ

わせると、１年間
ねんかん

に

何日
なんにち

くらいになりますか。（○は１つ） 

１．週に３日以上（年 151 日以上） ２．週に２日（年 101 日～150 日） 

３．週に１日（年 51 日～100 日） ４．月に１～３日（年 12 日～50日） 

５．３ヶ月に１～２日（年４日～11 日） ６．年に１～３日 



資料編 

 57

（４）スポーツ関係団体へのヒアリング調査 

ヒアリング項目  

○組織体制について 

・スタッフ（運営、指導者）の確保に苦労している。 

・スキルアップの種目に対応するためのスタッフ・体制が十分でない。 

・小中学校の PTA 役員や体育協会の理事等、関係者の口づてで運営スタッフが

増えてきた。 

・指導者は体育協会や競技団体から招いており、東京都からのトップアスリー

ト派遣も受けている。 

・「指導者がいないから参加希望者がスポーツをできない」という状況は避け

たい。 

・参加者も運営の意識が出てきて準備を手伝ってくれるようになってきた。 

○取組上の課題 

・体育館の利用は既存団体も多くなかなか枠が取れない。 

・スキルアップのプログラムを低料金提供することは難しい。 

・指導者の高齢化が進んでおり、新しい人材を見つけたいがその対応が思うよ

うにできていない。 

・補助金事業は補助がなくなった後にどう継続するかが課題。基本的には「希

望する子どもがいる限りは続ける」スタンスで事業を運営していく。 

・公共施設の利用＝タダというイメージがある。 

・ニュースポーツも積極的に取り入れようと考えているが、道具、スタッフ、

活動場所が不足していてあまり手を広げられていない。 

・HP をチェックする区民の方が増えてきた。わかりやすい広報活動に取り組み

たい。 

・昔と異なり、スポーツ指導=ボランティアが当然という考え方が変わってき

ている。 

・ボランティアスタッフのモチベーションの維持。 

○今後の方向性、 

 課題について 

・他の利用者にも配慮し、例えば休館日に障害者への施設開放を行い、安全に

運動してもらう機会を提供したい。 

・高齢者のニーズを積極的に取り入れていく。 

・これまでスポーツをやらなかった人も身体のメンテナンスに取り組み、健康

に対する生きがいを見出してもらえるようにしたい。 

・会議室や施設の空きスペースを有効活用したい。 

・不登校の子どもでも来れるような受け皿としてのクラブでありたい。 

・地域貢献事業を積極的に行っていきたい。 

・単発的ではなく、「ここにきたらスポーツができる」というイメージを日常

生活の中で持ってもらえるような取組をしていきたい。 

・地元の小中学校との交流・つながりは保っていたい。地域懇談会などができ

たら良い。 

・取組をこれから何十年先まで続けるために、運営する人の世代交代や地域の

人との関わりを大切にしていきたい。 

・地域に開かれた運動・スポーツの場としてありたい。 
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・障害者スポーツなど地域に根付いた事業を継続していく。 

・工作教室など、運動と直接関係のないイベントも企画し、人を呼び込みたい。

・夕方の体育館は比較的空いているので、学童クラブに入れない子どもの居場

所として活用できないかと考えている。 

・スポーツは身体を動かすだけでなく、礼節を知るということの重要性も伝え

ていきたい。 

・子どもへの行き過ぎた指導への対策を徹底していきたい。 

○他の団体・関係 

 施設との連携、 

協力体制について 

・商店街と交流し地域に踏み込んでいる。このような機会を増やしたい。 

・区内の体育館と連絡を取り合い、施設利用者のニーズを共有している。運用

ルールなどもここでの意見を整理している。 

・民間企業と NPO との連携は金銭面で条件が折り合わないことが多い。 

・他団体との交流や協力は積極的に行っていきたいので、いろいろなところに

アンテナを張っている。 

・地域貢献事業など、考えがマッチするところと一緒にやっていきたい。 

・地域のお祭や児童館などとの連携や、学校への出前講座なども行っている。

・学校との連携はこれから考えていきたい。 

・地元企業や警察等の協力を仰げている。 

・自治会、高齢者の方々にもイベントに参加してもらえている。 

・地域に根ざした活動を行うために、町会、PTA を巻き込んでいこうと考えて

いる。 

・高齢者や障害者との関わりで、社会福祉協議会との連携を検討している。 

○スポーツ振興のた

めに必要と考えら

れる区の取組 

・練馬区がホームタウンとなるスポーツに取り組んでほしい。 

・「練馬区の目玉」で、まちおこしにつながる種目があるとよい。 

・民間企業の間に入り練馬区全体で横のつながりをつくる取組をしてほしい。

・高齢者が継続的に運動できる機会を設けることが重要だと考えている。 

・地域間交流等で区にバックアップしてもらいたい。 

・障害者スポーツの施設整備・広報をもっと積極的に行ってほしい。行事に合

わせて声を出すだけでは継続性がない。 

・ノーマライゼーションの取組を父母会に声かけしていくような仕組みがある

とよい。 

・ニュースポーツを推奨するコーナーがあるとよい。 

・高齢者が継続的に運動できる機会を設けることが重要だと考えている。 

・区としてスポーツの意識を高めるにあたり、広報の支援を行ってほしい。 

・スポーツを行う人の目的に応じたきっかけづくりに取組をしてほしい。 

・体育館ごとに決まりが少しずつ異なる。区として統一の動きがあってもよい

のではないか。 

・スポーツ器具の老朽化対策に取り組んでほしい。 

・親子でスポーツに取り組む機会を区として提供する。 
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（１） 練馬区のスポーツ施設 

  施設名 所在地・電話 施設内容 開館時間 休館・休場日

体
育
館 

総合 
体育館 

谷原 1-7-5 
☎3995-2805 

競技場、卓球場、トレーニング室、柔
道場、剣道場、弓道場、相撲場、エ
ア・ライフル場、ローラースケート場、
会議室、多目的広場 

9:00 
～  

21:30 

毎月 
第 2 月曜日
（この日が祝休

日のと きは

その翌日） 

12 月 29 日
～ 

1 月 3 曰 

桜台 
体育館 

桜台 3-28-1 
☎3992-9612 

競技場、柔道場、剣道場兼卓球場 

体
育
館
（温
水
プ
ー
ル
併
設
） 

上石神井 
体育館 

上石神井 1-32-37 
☎5991-6601 

競技場、トレーニング室、第一武道
場、第二武道場、25m 温水プール、
幼児用温水プール、会議室 

平和台 
体育館 

平和台 2-12-5 
☎5920-3411 

大泉学園町 
体育館 

大泉学園町 5-14-24 
☎5905-1161 

光が丘 
体育館 

光が丘 4-1-4 
☎5383-6611 

競技場、トレーニング室、健康体力相談
室、屋内ランニングコース、25m 温水プ
ール、幼児用温水プール、会議室 

中村南スポーツ 
交流センター 

中村南 1-2-32 
☎3970-9651 

多目的アリーナ、武道場、トレーニン
グ室、25m 温水プール、歩行用プー
ル、幼児用温水プール、ジャグジー、
会議室 

温
水
プ
ー
ル

三原台 
温水プール 

三原台 2-11-29 
☎3924-8861 

25m 温水プール、幼児用屋外プール
※幼児用屋外プール 
(7 月 1 日～9 月 10 日のみ利用時間
は 9:00～18:00) 

屋
外
プ
ー
ル
（冷
水
） 

石神井プール 
(夏季専用） 
7 月 1 日～9 月 10 日 

石神井町 5-12-16 
☎3997-6131 
※期間外は三原台温水プール

☎3924-8861 

50m 屋外プール、幼児用屋外プール
※悪天候中止 
※石神井公園ふるさと文化館併設 

9:00 
～ 

19:00 
  

成
人
用
野
球
場 

高野台 
運動場 

高野台 3-8-8 
☎3904-0407 

1 面 
(※高野台運動場野球場は 
木製バットのみ使用可、持込不可) 季節・曜日に

より変わりま
す。 

12 月 29 日
～ 

1 月 3 日 

学田公園 
野球場 

豊玉南 3-32-27 
☎3992-2070 

東台 
野球場 

石神井町 1-11‐32 
☎3996-3519 

2 面 
(※北大泉野球場 B 面は 
木製バットのみ使用可、持込不可) 

北大泉 
野球場 

大泉町 3-31-44 
☎3921-6297 

少
年
野
球
場 

大泉学園 
少年野球場 

大泉学園町 3‐9‐27 
※総合体育館ヘ 
☎3995-2805 

1 面 
9:00 
～  

17:00 

12 月 29 日
～ 

1 月 3 日 

練馬総合 
運動場 

練馬 2-29-10 
☎3994-3086 

2 面 

季節・曜日によ

り変わります。 
練馬総合運動

場にお問い合

わせください。 

荒川河川敷 
野球場 

埼玉県戸田市下笹目地先 
埼玉県朝霞市下内間木地先
※総合体育館へ 
☎3995-2805 

3 面（硬式用） 
季節により 
変わります。 

 

  

資料３ 区立スポーツ施設一覧 
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  施設名 所在地・電話 施設内容 開館時間 休館・休場日

庭
球
場 

高野台 
運動場 

高野台 3-8-8 
☎3904-0407 

4 面（クレイ） 

季節・曜日に

より変わりま

す。 

12 月 29 日

～ 

1 月 3 日 

豊玉中公園 
庭球場 

豊玉中 4-1-17 
☎3991-3461 

3 面(クレイ） 

土支田庭球場 
土支田 4-31-24 
☎3921-7566 

7 面（人工芝） 

びくに公園 
庭球場 

東大泉 2-28-31 
☎3921-5203 

2 面（全天候型） 

夏の雲公園 
庭球場 

光が丘 3-5-1 
☎5997-7630 

4 面（人工芝） 
※照明設備あり 

大泉学園町 
希望が丘公園
運動場 

大泉学園町 9-1-2 
☎3921-6850 

3 面（人工芝） 

石神井松の風 
文化公園 

石神井台 1-33-44 
☎5372-2455 

7 面(人工芝 6 面・ハード 1
面） 

運
動
公
園
等 

大泉さくら 
運動公園 
多目的運動場 

大泉学園町 9-4-5 
☎3921-7088 

多目的運動場 1 面 

季節により変

わります。 

12 月 29 日

～ 

1 月 3 日 

大泉学園町 
希望が丘公園
運動場 

大泉学園町 9-1-2 
☎3921-6850 

多目的運動広場 
（全面天然芝）1 面 

石神井松の風 
文化公園 

石神井台 1-33-44 
☎5372-2455 

多目的広場 
（天然芝）1 面 

陸
上
等

練馬総合運動場 
練馬 2-29-10 
☎3994-3086 

400m トラック 1、 
サッカー場 1 面、 
ゲートボールコート 2 面 

季節・曜日によ

り変わります。

練馬総合運動

場にお問い合

わせください。 

12 月 29 日

～ 

1 月 3 日 ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
場

ス
ポ
ー
ツ

広
場

やまなみ公園 
多目的 
運動広場 

西大泉 2-12 
※総合体育館へ 
☎3995-2805 

多目的広場 

季節・曜日に

より変わりま

す。 

12 月 29 日

～ 

1 月 3 日 

 

 

 多
目
的
広
場 

びくに公園 
多目的広場 

東大泉 2-28-31 
☎3921-5203 

多目的広場 

夏の雲公園 
多目的広場 

光が丘 3-5-1 
☎5997-7630 

多目的広場 

総合体育館 
東側 
多目的広場 

谷原 1-7-5 
※総合体育館へ 
☎3995-2805 

多目的広場 

毎月第 2 月曜日

(この日が祝休日の

ときはその翌日)

12 月 29 日～

1 月 3 日 

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス 

おしどりコース 石神井池周辺 ☎
5
9
8
4

╹
1
9
4
8

※
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
振
興
係
ヘ

1.75km(周回コース） 

通  年 

コースは、一般の道路等に 

設置してありますので、 

ご利用にあたっては 

十分気をつけてください。 

 

平成みあい橋 
コース 

石神井川 
両岸 2 コース 

 1.5km（片道コース） 
0.89km(周回コース） 

北町すずしろ 
コース 

田柄川緑道 1.0km（片道コース） 

大泉さくらコース 
大泉さくら運動公園・ 

大泉中央公園内 

1.13km（長距離コース） 

 0.6km（短距離コース） 
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石神井松の風文化公園 

石神井松の風文化公園（テニスコート）

（２） スポーツ施設のある他の区立施設 

施設名 所在地 電話 施設内容 備考 

旭町南地区区民館 高松 5-23-15 ☎3904-5191 
体育室、温水プール、 
トレーニング室   

サンライフ練馬 貫井 1-36-18 ☎3990-0185 体育室、トレーニング室   

勤労福祉会館 東大泉 5-40-36 ☎3923-5511 トレーニング室   

春日町青少年館 春日町 4-16-9 ☎3998-5341 レクリエーションホール 休館日・木曜日

南大泉青少年館 南大泉 1-44-7 ☎3924-3500 レクリエーションホール 休館日・月曜日

学校教育支援センター 光が丘 6-4-1 ☎6385-8686 体育館、グラウンド   

光が丘第七小学校跡施設 光が丘 2-6-1 

施設利用の問い
合わせは 
経理用地課へ 
☎5984-2807 

体育館、グラウンド   

秩父青少年キャンプ場 
埼玉県秩父市 
浦山 304 番地 

予約・申込は 
青少年課へ 
☎5984-4691 

バンガロー、（テントは夏休
み期間は常設、それ以外
は貸出）集会室 

開設期間 
5 月 1 日～ 
10 月 31 日 

軽井沢少年自然の家 
（ベルデ軽井沢） 

長野県北佐久郡 
軽井沢町大字追分 1341
番地 1 

☎0267-46-4141
宿泊施設、体育館、多目的
グラウンド、テニスコート 予約・申込・ 

問い合わせは

旅行サービス

コーナーへ 

☎5984-1234 

下田少年自然の家 
（ベルデ下田） 

静岡県下田市 
須崎 73 番地 

☎0558-22-5650 宿泊施設、集会室 

武石少年自然の家 
（ベルデ武石） 

長野県上田市武石 
上本入 2469 番地 

☎0268-86-2525
宿泊施設、体育館、多目的
グラウンド、テニスコート 

岩井少年自然の家 
（ベルデ岩井） 

千葉県南房総市 
久枝 837 番地 

☎0470-57-4141
宿泊施設、体育館、多目的
グラウンド、テニスコート 
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